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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者が操作して駆動力を指示する駆動力指示操作子の操作量に応じた自車両の加速を
前記自車両が駐車枠へ進入する際に抑制することで、前記駆動力を抑制制御する車両用加
速抑制装置であって、
　前記駆動力指示操作子の操作量である駆動力操作量を検出する駆動力操作量検出部と、
　前記駆動力操作量検出部が検出した駆動力操作量に応じて、前記自車両の加速を制御す
る加速制御部と、
　前記自車両に設けた周囲環境認識センサの検出情報に基づいて前記自車両周囲の環境を
認識する周囲環境認識部と、
　前記周囲環境認識部が認識した環境に基づいて、前記自車両の進行方向に駐車枠が存在
する確信の度合いを示す駐車枠確信度を、駐車枠の候補毎に設定する駐車枠確信度設定部
と、
　前記自車両の走行状態を検出する自車両走行状態検出部と、
　前記周囲環境認識部が認識した環境と、前記自車両走行状態検出部が検出した走行状態
と、に基づいて、前記自車両が前記駐車枠へ進入する確信の度合いを示す駐車枠進入確信
度を、駐車枠の候補毎に設定する駐車枠進入確信度設定部と、
　前記駐車枠確信度設定部が設定した駐車枠確信度及び前記駐車枠進入確信度設定部が設
定した駐車枠進入確信度に基づいて、前記駐車枠確信度と前記駐車枠進入確信度との総合
的な確信の度合いを示す総合確信度を設定する総合確信度設定部と、
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　前記総合確信度設定部が設定した総合確信度に基づき、その総合確信度が高いほど前記
加速の抑制度合いが高くなるように、前記加速制御部が制御する加速を抑制する加速抑制
部と、を備え、
　前記駐車枠確信度設定部は、複数の駐車枠の候補を検出している状況では、一の駐車枠
確信度に基づいて他の駐車枠確信度を補正し、
　前記駐車枠進入確信度設定部は、複数の駐車枠の候補を検出している状況では、一の駐
車枠進入確信度に基づいて他の駐車枠進入確信度を補正することを特徴とする車両用加速
抑制装置。
【請求項２】
　前記駐車枠確信度設定部は、前記自車両が旋回走行状態にあるときには前記補正を行い
、前記自車両が直進走行状態にあるときには前記補正を行わないことを特徴とする請求項
１記載の車両用加速抑制装置。
【請求項３】
　前記駐車枠確信度設定部は、確信度が高い方の駐車枠確信度に基づいて確信度が低い方
の駐車枠確信度を高くなる方向に補正することを特徴とする請求項１又は２に記載の車両
用加速抑制装置。
【請求項４】
　前記駐車枠確信度設定部は、検出した前記複数の駐車枠の候補同士が、駐車枠線を共有
していると推定できるときには、一の駐車枠確信度に基づいて他の駐車枠確信度を補正す
ることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の車両用加速抑制装置。
【請求項５】
　前記駐車枠確信度設定部は、一の駐車枠確信度が他の駐車枠確信度よりも高く、且つ、
当該一の駐車枠確信度が複数段階のうちの所定段階を越えている場合には、当該一の駐車
枠確信度の一部を前記他の駐車枠確信度に加算することで前記補正を行うことを特徴とす
る請求項１乃至４の何れか１項に記載の車両用加速抑制装置。
【請求項６】
　前記駐車枠進入確信度設定部は、複数の駐車枠の候補を検出している状況では、複数の
駐車枠進入確信度をそれらのうちで最も確信度の高い値に揃えることを特徴とする請求項
１記載の車両用加速抑制装置。
【請求項７】
　前記駐車枠進入確信度設定部は、前記自車両が旋回走行状態にあるときには前記補正を
行い、前記自車両が直進走行状態にあるときには前記補正を行わないことを特徴とする請
求項６記載の車両用加速抑制装置。
【請求項８】
　運転者が操作して駆動力を指示する駆動力指示操作子の操作量に応じた自車両の加速を
前記自車両が駐車枠へ進入する際に抑制することで、前記駆動力を抑制制御する車両用加
速抑制方法であって、
　前記駆動力指示操作子の操作量である駆動力操作量を検出し、
　前記自車両周囲の環境を認識し、前記認識した環境に基づいて前記自車両の進行方向に
駐車枠が存在する確信の度合いを示す駐車枠確信度を、駐車枠の候補毎に設定し、
　前記自車両の走行状態を検出し、前記認識した環境及び検出した走行状態に基づいて、
前記自車両が前記駐車枠へ進入する確信の度合いを示す駐車枠進入確信度を、駐車枠の候
補毎に設定し、
　前記設定した駐車枠確信度及び駐車枠進入確信度に基づいて、前記駐車枠確信度と前記
駐車枠進入確信度との総合的な確信の度合いを示す総合確信度を設定し、
　前記設定した総合確信度に基づき、その総合確信度が高いほど前記検出した駆動力操作
量に応じて制御する前記自車両の加速を高い抑制度合いで抑制するとともに、
　複数の駐車枠の候補を検出している状況では、一の駐車枠確信度に基づいて他の駐車枠
確信度を補正し、一の駐車枠進入確信度に基づいて他の駐車枠進入確信度を補正すること
を特徴とする車両用加速抑制方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車の際の運転支援を行うために自車両の加速を抑制する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両等の乗物に対し、その速度を制御する技術としては、例えば、特許文献１に記載さ
れている安全装置がある。
　特許文献１に記載されている安全装置では、ナビゲーション装置の地図データと、乗り
物の現在位置を示す情報に基づき、乗物（自車両）の現在位置が道路（公道等）から外れ
た位置であることを検出する。これに加え、乗物の走行速度を増加させる方向のアクセル
操作があり、さらに、乗物の走行速度が所定値よりも大きいと判断したときは、運転者に
よるアクセルの操作に拘わらず、スロットルを減速方向に制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３‐１３７００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した特許文献１に記載の技術では、アクセルの誤操作が発生した場合であっても、
運転者の意図しない乗物の加速を防止することを目的としているため、アクセルの操作が
誤操作であるか否かの判断が課題となる。そして、特許文献１に記載の技術では、乗物が
道路から外れた位置にある条件、及び所定値以上の走行速度が検出される状態のアクセル
操作が行なわれた条件を、アクセルの誤操作が発生した可能性があると判定する条件とし
ている。
【０００５】
　しかしながら、上述した判定条件では、乗物が道路から駐車場へ進入すると、車速によ
ってはスロットルの減速方向への制御が作動する。このため、駐車場内において、駐車枠
の付近へ移動するまでの走行等における運転性を悪化させてしまうという問題が発生する
おそれがある。
　本発明は、上記のような問題点に着目してなされたもので、駐車時の運転性低下を抑制
するとともに、アクセルの誤操作時における加速を抑制することが可能な車両用加速抑制
装置及び車両用加速抑制方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、自車両が駐車枠へ進入する際に、自車
両周囲の環境に基づいて、自車両の進行方向に駐車枠が存在する確信の度合いを示す駐車
枠確信度と、自車両の環境及び走行状態に基づいて、自車両が駐車枠へ進入する確信の度
合いを示す駐車枠進入確信度とを、駐車枠の候補毎に設定する。また、本発明の一態様は
、設定した駐車枠確信度及び駐車枠進入確信度に基づいて、駐車枠確信度と駐車枠進入確
信度との総合的な確信の度合いを示す総合確信度を設定する。そして、設定した総合確信
度に基づいて、自車両の加速を抑制する。さらに、複数の駐車枠の候補を検出している状
況では、一の駐車枠確信度に基づいて他の駐車枠確信度を補正し、一の駐車枠進入確信度
に基づいて他の駐車枠進入確信度を補正する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、駐車枠確信度が低い状態では、加速の抑制度合いを低くして
運転性の低下を少なくすることが可能となり、駐車枠確信度が高い状態では、加速の抑制
度合いを高くして自車両の加速抑制効果を高くすることが可能となる。
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　このため、駐車時の運転性低下を抑制するとともに、アクセルの誤操作時における加速
を抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第一実施形態の車両用加速抑制装置を備える車両の構成を示す概念図で
ある。
【図２】本発明の第一実施形態の車両用加速抑制装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図３】加速抑制制御内容演算部の構成を示すブロック図である。
【図４】駐車枠確信度設定部が駐車枠確信度の設定対象とする駐車枠のパターンを示す図
である。
【図５】加速抑制作動条件判断部が、加速抑制作動条件が成立するか否かを判断する処理
を示すフローチャートである。
【図６】自車両と、駐車枠と、自車両と駐車枠との距離を説明する図である。
【図７】駐車枠確信度設定部が駐車枠確信度を設定する処理を示すフローチャートである
。
【図８】駐車枠確信度設定部が行なう処理の内容を示す図である。
【図９】駐車枠確信度設定部が行なう処理の内容を示す図である。
【図１０】駐車枠確信度設定部が行なう補正処理の必要性を説明する図である。
【図１１】駐車枠確信度設定部が駐車枠確信度を補正する処理を示すフローチャートであ
る。
【図１２】駐車枠進入確信度設定部が駐車枠進入確信度を設定する処理を示すフローチャ
ートである。
【図１３】自車両の予想軌跡と駐車枠とのずれ量を検出する処理の内容を示す図である。
【図１４】駐車枠確信度設定部が行なう補正処理の必要性を説明する図である。
【図１５】駐車枠進入確信度設定部が駐車枠進入確信度を補正する処理を示すフローチャ
ートである。
【図１６】総合確信度設定マップを示す図である。
【図１７】加速抑制条件演算マップを示す図である。
【図１８】加速抑制指令値演算部が行なう処理を示すフローチャートである。
【図１９】目標スロットル開度演算部が行なう処理を示すフローチャートである。
【図２０】本発明の第一実施形態の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
（第一実施形態）
　以下、本発明の第一実施形態（以下、本実施形態と記載する）について、図面を参照し
つつ説明する。
（構成）
　まず、図１を用いて、本実施形態の車両用加速抑制装置を備える車両の構成を説明する
。
　図１は、本実施形態の車両用加速抑制装置を備える車両の構成を示す概念図である。
　図１中に示すように、自車両Ｖは、車輪Ｗ（右前輪ＷＦＲ、左前輪ＷＦＬ、右後輪ＷＲ
Ｒ、左後輪ＷＲＬ）と、ブレーキ装置２と、流体圧回路４と、ブレーキコントローラ６を
備える。これに加え、自車両Ｖは、エンジン８と、エンジンコントローラ１２を備える。
　ブレーキ装置２は、例えば、ホイールシリンダを用いて形成し、各車輪Ｗにそれぞれ設
ける。なお、ブレーキ装置２は、流体圧で制動力を付与する装置に限定するものではなく
、電動ブレーキ装置等を用いて形成してもよい。
【００１０】
　流体圧回路４は、各ブレーキ装置２に接続する配管を含む回路である。
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　ブレーキコントローラ６は、上位コントローラである走行制御コントローラ１０から入
力を受けた制動力指令値に基づき、各ブレーキ装置２で発生する制動力を、流体圧回路４
を介して、制動力指令値に応じた値に制御する。すなわち、ブレーキコントローラ６は、
減速制御装置を形成する。なお、走行制御コントローラ１０に関する説明は、後述する。
　したがって、ブレーキ装置２、流体圧回路４及びブレーキコントローラ６は、制動力を
発生する制動装置を形成する。
【００１１】
　エンジン８は、自車両Ｖの駆動源を形成する。
　エンジンコントローラ１２は、走行制御コントローラ１０から入力を受けた目標スロッ
トル開度信号（加速指令値）に基づき、エンジン８で発生するトルク（駆動力）を制御す
る。すなわち、エンジンコントローラ１２は、加速制御装置を形成する。なお、目標スロ
ットル開度信号に関する説明は、後述する。
　したがって、エンジン８及びエンジンコントローラ１２は、駆動力を発生する駆動装置
を形成する。
　なお、自車両Ｖの駆動源は、エンジン８に限定するものではなく、電動モータを用いて
形成してもよい。また、自車両Ｖの駆動源は、エンジン８と電動モータを組み合わせて形
成してもよい。
【００１２】
　次に、図１を参照しつつ、図２を用いて、車両用加速抑制装置１の概略構成を説明する
。
　図２は、本実施形態の車両用加速抑制装置１の概略構成を示すブロック図である。
　車両用加速抑制装置１は、図１及び図２中に示すように、周囲環境認識センサ１４と、
車輪速センサ１６と、操舵角センサ１８と、シフトポジションセンサ２０と、ブレーキ操
作検出センサ２２と、アクセル操作検出センサ２４を備える。これに加え、車両用加速抑
制装置１は、ナビゲーション装置２６と、走行制御コントローラ１０を備える。
　周囲環境認識センサ１４は、自車両Ｖの周囲の画像を撮像し、撮像した各画像に基づき
、複数の撮像方向に対応した個別の画像を含む情報信号（以降の説明では、「個別画像信
号」と記載する場合がある）を生成する。そして、生成した個別画像信号を、走行制御コ
ントローラ１０へ出力する。
【００１３】
　なお、本実施形態では、一例として、周囲環境認識センサ１４を、前方カメラ１４Ｆと
、右側方カメラ１４ＳＲと、左側方カメラ１４ＳＬと、後方カメラ１４Ｒを用いて形成し
た場合を説明する。ここで、前方カメラ１４Ｆは、自車両Ｖの車両前後方向前方を撮像す
るカメラであり、右側方カメラ１４ＳＲは、自車両Ｖの右側方を撮像するカメラである。
また、左側方カメラ１４ＳＬは、自車両Ｖの左側方を撮像するカメラであり、後方カメラ
１４Ｒは、自車両Ｖの車両前後方向後方を撮像するカメラである。
　車輪速センサ１６は、例えば、車輪速パルスを計測するロータリエンコーダ等のパルス
発生器を用いて形成する。
【００１４】
　また、車輪速センサ１６は、各車輪Ｗの回転速度を検出し、この検出した回転速度を含
む情報信号（以降の説明では、「車輪速信号」と記載する場合がある）を、走行制御コン
トローラ１０に出力する。
　操舵角センサ１８は、例えば、ステアリングホイール２８を回転可能に支持するステア
リングコラム（図示せず）に設ける。
　また、操舵角センサ１８は、操舵操作子であるステアリングホイール２８の現在の回転
角度（操舵操作量）である現在操舵角を検出する。そして、検出した現在操舵角を含む情
報信号（以降の説明では、「現在操舵角信号」と記載する場合がある）を、走行制御コン
トローラ１０に出力する。なお、操向輪の転舵角を含む情報信号を、操舵角を示す情報と
して検出してもよい。
　なお、操舵操作子は、運転者が回転させるステアリングホイール２８に限定するもので



(6) JP 5991382 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

はなく、例えば、運転者が手で傾ける操作を行なうレバーとしてもよい。この場合、中立
位置からのレバーの傾斜角度を、現在操舵角信号に相当する情報信号として出力する。
【００１５】
　シフトポジションセンサ２０は、シフトノブやシフトレバー等、自車両Ｖのシフト位置
（例えば、「Ｐ」、「Ｄ」、「Ｒ」等）を変更する部材の現在位置を検出する。そして、
検出した現在位置を含む情報信号（以降の説明では、「シフト位置信号」と記載する場合
がある）を、走行制御コントローラ１０に出力する。
　ブレーキ操作検出センサ２２は、制動力指示操作子であるブレーキペダル３０に対し、
その開度を検出する。そして、検出したブレーキペダル３０の開度を含む情報信号（以降
の説明では、「ブレーキ開度信号」と記載する場合がある）を、走行制御コントローラ１
０に出力する。
　ここで、制動力指示操作子は、自車両Ｖの運転者が操作可能であり、且つ開度の変化に
より自車両Ｖの制動力を指示する構成である。なお、制動力指示操作子は、運転者が足で
踏込み操作を行なうブレーキペダル３０に限定するものではなく、例えば、運転者が手で
操作するレバーとしてもよい。
【００１６】
　アクセル操作検出センサ２４は、駆動力指示操作子であるアクセルペダル３２に対し、
その開度を検出する。そして、検出したアクセルペダル３２の開度を含む情報信号（以降
の説明では、「アクセル開度信号」と記載する場合がある）を、走行制御コントローラ１
０に出力する。
　ここで、駆動力指示操作子は、自車両Ｖの運転者が操作可能であり、且つ開度の変化に
より自車両Ｖの駆動力を指示する構成である。なお、駆動力指示操作子は、運転者が足で
踏込み操作を行なうアクセルペダル３２に限定するものではなく、例えば、運転者が手で
操作するレバーとしてもよい。
　ナビゲーション装置２６は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）受信機、地図データベースと、表示モニタ等を有する情報呈示装置を備え、経路
探索及び経路案内等を行う装置である。
【００１７】
　また、ナビゲーション装置２６は、ＧＰＳ受信機を用いて取得した自車両Ｖの現在位置
と、地図データベースに格納された道路情報に基づいて、自車両Ｖが走行する道路の種別
や幅員等の道路情報を取得することが可能である。
　また、ナビゲーション装置２６は、ＧＰＳ受信機を用いて取得した自車両Ｖの現在位置
を含む情報信号（以降の説明では、「自車位置信号」と記載する場合がある）を、走行制
御コントローラ１０に出力する。これに加え、ナビゲーション装置２６は、自車両Ｖが走
行する道路の種別や道路幅員等を含む情報信号（以降の説明では、「走行道路情報信号」
と記載する場合がある）を、走行制御コントローラ１０に出力する。
【００１８】
　情報呈示装置は、走行制御コントローラ１０からの制御信号に応じて、警報その他の呈
示を音声や画像によって出力する。また、情報呈示装置は、例えば、ブザー音や音声によ
り運転者への情報提供を行うスピーカと、画像やテキストの表示により情報提供を行う表
示ユニットを備える。また、表示ユニットは、例えば、ナビゲーション装置２６の表示モ
ニタを流用してもよい。
　走行制御コントローラ１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のＣＰＵ周辺部品から構成される電子制御ユニットである
。
【００１９】
　また、走行制御コントローラ１０は、駐車のための運転支援処理を行う駐車運転支援部
を備える。
　走行制御コントローラ１０の処理のうち駐車運転支援部は、機能的に、図２中に示すよ
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うに、周囲環境認識情報演算部１０Ａ、自車両車速演算部１０Ｂ、操舵角演算部１０Ｃ、
操舵角速度演算部１０Ｄの処理を備える。これに加え、駐車運転支援部は、機能的に、シ
フトポジション演算部１０Ｅ、ブレーキペダル操作情報演算部１０Ｆ、アクセル操作量演
算部１０Ｇ、アクセル操作速度演算部１０Ｈ、加速抑制制御内容演算部１０Ｉの処理を備
える。さらに、駐車運転支援部は、機能的に、加速抑制指令値演算部１０Ｊ、目標スロッ
トル開度演算部１０Ｋの処理を備える。これらの機能は、一または二以上のプログラムで
構成される。
【００２０】
　周囲環境認識情報演算部１０Ａは、周囲環境認識センサ１４から入力を受けた個別画像
信号に基づき、自車両Ｖの上方から見た自車両Ｖの周囲の画像（俯瞰画像）を形成する。
そして、形成した俯瞰画像を含む情報信号（以降の説明では、「俯瞰画像信号」と記載す
る場合がある）を、加速抑制制御内容演算部１０Ｉへ出力する。
　ここで、俯瞰画像は、例えば、各カメラ（前方カメラ１４Ｆ、右側方カメラ１４ＳＲ、
左側方カメラ１４ＳＬ、後方カメラ１４Ｒ）で撮像した画像を合成して形成する。また、
俯瞰画像には、例えば、路面上に表示された駐車枠の線（以降の説明では、「駐車枠線」
と記載する場合がある）等の道路標示を示す画像を含む。
【００２１】
　自車両車速演算部１０Ｂは、車輪速センサ１６から入力を受けた車輪速信号に基づき、
車輪Ｗの回転速度から自車両Ｖの速度（車速）を演算する。そして、演算した速度を含む
情報信号（以降の説明では、「車速演算値信号」と記載する場合がある）を、加速抑制制
御内容演算部１０Ｉへ出力する。
　操舵角演算部１０Ｃは、操舵角センサ１８から入力を受けた現在操舵角信号に基づき、
ステアリングホイール２８の現在の回転角度から、ステアリングホイール２８の中立位置
からの操作量（回転角）を演算する。そして、演算した中立位置からの操作量を含む情報
信号（以降の説明では、「操舵角信号」と記載する場合がある）を、加速抑制制御内容演
算部１０Ｉへ出力する。
【００２２】
　操舵角速度演算部１０Ｄは、操舵角センサ１８から入力を受けた現在操舵角信号が含む
現在操舵角を微分処理することにより、ステアリングホイール２８の操舵角速度を演算す
る。そして、演算した操舵角速度を含む情報信号（以降の説明では、「操舵角速度信号」
と記載する場合がある）を、加速抑制制御内容演算部１０Ｉへ出力する。
　シフトポジション演算部１０Ｅは、シフトポジションセンサ２０から入力を受けたシフ
ト位置信号に基づき、現在のシフト位置を判定する。そして、演算した現在のシフト位置
を含む情報信号（以降の説明では、「現在シフト位置信号」と記載する場合がある）を、
加速抑制制御内容演算部１０Ｉへ出力する。
【００２３】
　ブレーキペダル操作情報演算部１０Ｆは、ブレーキ操作検出センサ２２から入力を受け
たブレーキ開度信号に基づき、踏込み量が「０」である状態を基準とした、ブレーキペダ
ル３０の踏込み量を演算する。そして、演算したブレーキペダル３０の踏込み量を含む情
報信号（以降の説明では、「制動側踏込み量信号」と記載する場合がある）を、加速抑制
制御内容演算部１０Ｉへ出力する。
　アクセル操作量演算部１０Ｇは、アクセル操作検出センサ２４から入力を受けたアクセ
ル開度信号に基づき、踏込み量が「０」である状態を基準とした、アクセルペダル３２の
踏込み量を演算する。そして、演算したアクセルペダル３２の踏込み量を含む情報信号（
以降の説明では、「駆動側踏込み量信号」と記載する場合がある）を、加速抑制制御内容
演算部１０Ｉと、加速抑制指令値演算部１０Ｊと、目標スロットル開度演算部１０Ｋへ出
力する。
【００２４】
　アクセル操作速度演算部１０Ｈは、アクセル操作検出センサ２４から入力を受けたアク
セル開度信号が含むアクセルペダル３２の開度を微分処理することにより、アクセルペダ
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ル３２の操作速度を演算する。そして、演算したアクセルペダル３２の操作速度を含む情
報信号（以降の説明では、「アクセル操作速度信号」と記載する場合がある）を、加速抑
制指令値演算部１０Ｊへ出力する。
　加速抑制制御内容演算部１０Ｉは、上述した各種の情報信号（俯瞰画像信号、車速演算
値信号、操舵角信号、操舵角速度信号、現在シフト位置信号、制動側踏込み量信号、駆動
側踏込み量信号、自車位置信号、走行道路情報信号）の入力を受ける。そして、入力を受
けた各種の情報信号に基づいて、後述する加速抑制作動条件判断結果、加速抑制制御開始
タイミング、加速抑制制御量を演算する。さらに、これらの演算したパラメータを含む情
報信号を、加速抑制指令値演算部１０Ｊへ出力する。
　なお、加速抑制制御内容演算部１０Ｉの詳細な構成と、加速抑制制御内容演算部１０Ｉ
で行なう処理については、後述する。
【００２５】
　加速抑制指令値演算部１０Ｊは、上述した駆動側踏込み量信号及びアクセル操作速度信
号の入力と、後述する加速抑制作動条件判断結果信号、加速抑制制御開始タイミング信号
及び加速抑制制御量信号の入力を受ける。そして、アクセルペダル３２の踏込み量（駆動
力操作量）に応じた加速指令値を抑制するための指令値である加速抑制指令値を演算する
。さらに、演算した加速抑制指令値を含む情報信号（以降の説明では、「加速抑制指令値
信号」と記載する場合がある）を、目標スロットル開度演算部１０Ｋへ出力する。
【００２６】
　また、加速抑制指令値演算部１０Ｊは、入力を受けた加速抑制作動条件判断結果信号の
内容に応じて、通常の加速制御で用いる指令値である通常加速指令値を演算する。さらに
、演算した通常加速指令値を含む情報信号（以降の説明では、「通常加速指令値信号」と
記載する場合がある）を、目標スロットル開度演算部１０Ｋへ出力する。
　なお、加速抑制指令値演算部１０Ｊで行なう処理については、後述する。
【００２７】
　目標スロットル開度演算部１０Ｋは、駆動側踏込み量信号と、加速抑制指令値信号また
は通常加速指令値信号の入力を受ける。そして、アクセルペダル３２の踏込み量と、加速
抑制指令値または通常加速指令値に基づいて、アクセルペダル３２の踏込み量または加速
抑制指令値に応じたスロットル開度である目標スロットル開度を演算する。さらに、演算
した目標スロットル開度を含む情報信号（以降の説明では、「目標スロットル開度信号」
と記載する場合がある）を、エンジンコントローラ１２へ出力する。
　また、目標スロットル開度演算部１０Ｋは、加速抑制指令値が後述する加速抑制制御開
始タイミング指令値を含む場合、後述する加速抑制制御開始タイミングに基づいて、目標
スロットル開度信号をエンジンコントローラ１２へ出力する。
　なお、目標スロットル開度演算部１０Ｋで行なう処理については、後述する。
【００２８】
（加速抑制制御内容演算部１０Ｉの構成）
　次に、図１及び図２を参照しつつ、図３及び図４を用いて、加速抑制制御内容演算部１
０Ｉの詳細な構成について説明する。
　図３は、加速抑制制御内容演算部１０Ｉの構成を示すブロック図である。
　図３中に示すように、加速抑制制御内容演算部１０Ｉは、加速抑制作動条件判断部３４
と、駐車枠確信度設定部３６と、駐車枠進入確信度設定部３８と、総合確信度設定部４０
を備える。これに加え、加速抑制制御内容演算部１０Ｉは、加速抑制制御開始タイミング
演算部４２と、加速抑制制御量演算部４４を備える。
　加速抑制作動条件判断部３４は、加速抑制制御を作動させる条件が成立するか否かを判
断し、その判断結果を含む情報信号（以降の説明では、「加速抑制作動条件判断結果信号
」と記載する場合がある）を、加速抑制指令値演算部１０Ｊへ出力する。ここで、加速抑
制制御とは、アクセルペダル３２の踏込み量に応じて自車両Ｖを加速させる加速指令値を
、抑制する制御である。
　なお、加速抑制作動条件判断部３４が加速抑制制御を作動させる条件が成立するか否か
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を判断する処理については、後述する。
【００２９】
　駐車枠確信度設定部３６は、自車両Ｖの進行方向に駐車枠が存在する確信の度合いを示
す駐車枠確信度を設定する。そして、設定した駐車枠確信度を含む情報信号（以降の説明
では、「駐車枠確信度信号」と記載する場合がある）を、総合確信度設定部４０へ出力す
る。
　ここで、駐車枠確信度設定部３６は、俯瞰画像信号、車速演算値信号、現在シフト位置
信号、自車位置信号及び走行道路情報信号が含む各種情報を参照して、駐車枠確信度を設
定する。
【００３０】
　また、駐車枠確信度設定部３６が確信度の設定対象とする駐車枠には、例えば、図４中
に示すように、複数のパターンがある。なお、図４は、駐車枠確信度設定部３６が駐車枠
確信度の設定対象とする駐車枠のパターンを示す図である。
　ここで、駐車枠確信度設定部３６は、基本的には一つの駐車枠が存在するか否かを判断
する処理を実行するものであるが、同時に複数の駐車枠の候補を検出することも当然に可
能である。大型店舗の駐車場などでは、むしろ複数の駐車枠が規則的に並んで設けられて
いる場合が普通である。そして、駐車枠確信度設定部３６は、同時に複数の駐車枠の候補
を確認している場合には、それぞれの駐車枠の候補毎に、駐車枠確信度を設定することに
なる。
【００３１】
　なお、駐車枠確信度設定部３６が駐車枠確信度を設定する処理については、後述する。
　駐車枠進入確信度設定部３８は、自車両Ｖが駐車枠へ進入する確信の度合いを示す駐車
枠進入確信度を設定する。そして、設定した駐車枠進入確信度を含む情報信号（以降の説
明では、「駐車枠進入確信度信号」と記載する場合がある）を、総合確信度設定部４０へ
出力する。
【００３２】
　ここで、駐車枠進入確信度設定部３８は、俯瞰画像信号、車速演算値信号、現在シフト
位置信号及び操舵角信号が含む各種情報を参照して、駐車枠進入確信度を設定する。
　駐車枠進入確信度設定部３８も、駐車枠確信度設定部３６と同様に、同時に複数の駐車
枠のそれぞれについて駐車枠進入確信度を設定することになる。
　なお、駐車枠進入確信度設定部３８が駐車枠進入確信度を設定する処理については、後
述する。
【００３３】
　総合確信度設定部４０は、駐車枠確信度信号及び駐車枠進入確信度信号の入力を受け、
駐車枠確信度と駐車枠進入確信度との総合的な確信の度合いを示す総合確信度を設定する
。そして、設定した総合確信度を含む情報信号（以降の説明では、「総合確信度信号」と
記載する場合がある）を、加速抑制制御開始タイミング演算部４２及び加速抑制制御量演
算部４４へ出力する。
　なお、総合確信度設定部４０が総合確信度を設定する処理については、後述する。
【００３４】
　加速抑制制御開始タイミング演算部４２は、加速抑制制御を開始するタイミングである
加速抑制制御開始タイミングを演算する。そして、演算した加速抑制制御開始タイミング
を含む情報信号（以降の説明では、「加速抑制制御開始タイミング信号」と記載する場合
がある）を、加速抑制指令値演算部１０Ｊへ出力する。
　ここで、加速抑制制御開始タイミング演算部４２は、総合確信度信号、制動側踏込み量
信号、車速演算値信号、現在シフト位置信号及び操舵角信号が含む各種情報を参照して、
加速抑制制御開始タイミングを演算する。
　なお、加速抑制制御開始タイミング演算部４２が加速抑制制御開始タイミングを演算す
る処理については、後述する。
【００３５】
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　加速抑制制御量演算部４４は、アクセルペダル３２の踏込み量に応じた加速指令値を抑
制するための制御量である加速抑制制御量を演算する。そして、演算した加速抑制制御量
を含む情報信号（以降の説明では、「加速抑制制御量信号」と記載する場合がある）を、
加速抑制指令値演算部１０Ｊへ出力する。
　ここで、加速抑制制御量演算部４４は、総合確信度信号、制動側踏込み量信号、車速演
算値信号、現在シフト位置信号及び操舵角信号が含む各種情報を参照して、加速抑制制御
量を演算する。
　なお、加速抑制制御量演算部４４が加速抑制制御量を演算する処理については、後述す
る。
【００３６】
（加速抑制制御内容演算部１０Ｉで行なう処理）
　次に、図１から図４を参照しつつ、図５から図１３を用いて、加速抑制制御内容演算部
１０Ｉで行なう処理について説明する。
・加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理
　図１から図４を参照しつつ、図５及び図６を用いて、加速抑制作動条件判断部３４が加
速抑制制御を作動させる条件（以降の説明では、「加速抑制作動条件」と記載する場合が
ある）が成立するか否かを判断する処理について説明する。
　図５は、加速抑制作動条件判断部３４が、加速抑制作動条件が成立するか否かを判断す
る処理を示すフローチャートである。なお、加速抑制作動条件判断部３４は、予め設定し
たサンプリング時間（例えば、１０［ｍｓｅｃ］）毎に、以下に説明する処理を行う。
　図５中に示すように、加速抑制作動条件判断部３４が処理を開始（ＳＴＡＲＴ）すると
、まず、ステップＳ１００において、自車両Ｖの周囲の画像を取得する処理（図中に示す
「自車両周囲画像取得処理」）を行う。ステップＳ１００において、自車両Ｖの周囲の画
像を取得する処理を行うと、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１
０２へ移行する。なお、自車両Ｖの周囲の画像は、周囲環境認識情報演算部１０Ａから入
力を受けた俯瞰画像信号が含む自車両Ｖの周囲の俯瞰画像を参照して取得する。
【００３７】
　ステップＳ１０２では、ステップＳ１００で取得した画像に基づいて、駐車枠の有無を
判断する処理（図中に示す「駐車有無判断処理」）を行なう。
　ここで、駐車枠の有無を判断する処理は、例えば、自車両Ｖを基準として予め設定した
距離や領域（エリア）内に、駐車枠を特定する白線（駐車枠線）等が存在するか否かを判
断して行なう。また、ステップＳ１００で取得した画像中から駐車枠線を認識する処理と
しては、例えば、二値化処理等、種々の公知の方式を用いる。
　なお、駐車枠の有無を判断する処理としては、駐車枠確信度設定部３６が駐車枠確信度
を設定する際に行なう処理を用いてもよい。
　ステップＳ１０２において、駐車枠が有る（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、
加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１０４へ移行する。
【００３８】
　一方、ステップＳ１０２において、駐車枠が無い（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場
合、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１２０へ移行する。
　ステップＳ１０４では、自車両車速演算部１０Ｂから入力を受けた車速演算値信号を参
照して、自車両Ｖの車速を取得する処理（図中に示す「自車両車速情報取得処理」）を行
う。ステップＳ１０４において、自車両Ｖの車速を取得する処理を行うと、加速抑制作動
条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１０６へ移行する。
　ステップＳ１０６では、ステップＳ１０４で取得した車速に基づいて、自車両Ｖの車速
が、予め設定した閾値車速未満である条件が成立しているか否かを判断する処理（図中に
示す「自車両車速条件判断処理」）を行う。
【００３９】
　なお、本実施形態では、一例として、閾値車速を１５［ｋｍ／ｈ］とした場合について
説明する。また、閾値車速は、１５［ｋｍ／ｈ］に限定するものではなく、例えば、自車
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両Ｖの制動性能等、自車両Ｖの諸元に応じて変更してもよい。また、例えば、自車両Ｖが
走行する地域（国等）の交通法規等に応じて変更してもよい。
　ステップＳ１０６において、自車両Ｖの車速が閾値車速未満である条件が成立している
（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は
、ステップＳ１０８へ移行する。
【００４０】
　一方、ステップＳ１０６において、自車両Ｖの車速が閾値車速未満である条件が成立し
ていない（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、加速抑制作動条件判断部３４が行なう
処理は、ステップＳ１２０へ移行する。
　ステップＳ１０８では、ブレーキペダル操作情報演算部１０Ｆから入力を受けた制動側
踏込み量信号を参照して、ブレーキペダル３０の踏込み量（操作量）の情報を取得する処
理（図中に示す「ブレーキペダル操作量情報取得処理」）を行う。ステップＳ１０８にお
いて、ブレーキペダル３０の踏込み量（操作量）の情報を取得する処理を行うと、加速抑
制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１１０へ移行する。
【００４１】
　ステップＳ１１０では、ステップＳ１０８で取得したブレーキペダル３０の踏込み量に
基づいて、ブレーキペダル３０が操作されているか否かを判断する処理（図中に示す「ブ
レーキペダル操作判断処理」）を行う。
　ステップＳ１１０において、ブレーキペダル３０が操作されていない（図中に示す「Ｎ
ｏ」）と判断した場合、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１１２
へ移行する。
【００４２】
　一方、ステップＳ１１０において、ブレーキペダル３０が操作されている（図中に示す
「Ｙｅｓ」）と判断した場合、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ
１２０へ移行する。
　ステップＳ１１２では、アクセル操作量演算部１０Ｇから入力を受けた駆動側踏込み量
信号を参照して、アクセルペダル３２の踏込み量（操作量）の情報を取得する処理（図中
に示す「アクセルペダル操作量情報取得処理」）を行う。ステップＳ１１２において、ア
クセルペダル３２の踏込み量（操作量）の情報を取得する処理を行うと、加速抑制作動条
件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１１４へ移行する。
【００４３】
　ステップＳ１１４では、アクセルペダル３２の踏込み量（操作量）が、予め設定した閾
値アクセル操作量以上である条件が成立しているか否かを判断する処理（図中に示す「ア
クセルペダル操作判断処理」）を行う。ここで、ステップＳ１１４の処理は、ステップＳ
１１２で取得したアクセルペダル３２の踏込み量に基づいて行なう。
　なお、本実施形態では、一例として、閾値アクセル操作量を、アクセルペダル３２の開
度の３［％］に相当する操作量に設定した場合について説明する。また、閾値アクセル操
作量は、アクセルペダル３２の開度の３［％］に相当する操作量に限定するものではなく
、例えば、自車両Ｖの制動性能等、自車両Ｖの諸元に応じて変更してもよい。
　ステップＳ１１４において、アクセルペダル３２の踏込み量（操作量）が閾値アクセル
操作量以上である条件が成立している（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、加速抑
制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１１６へ移行する。
【００４４】
　一方、ステップＳ１１４において、アクセルペダル３２の踏込み量（操作量）が閾値ア
クセル操作量以上である条件が成立していない（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、
加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１２０へ移行する。
　ステップＳ１１６では、自車両Ｖが駐車枠へ進入するか否かを判断するための情報を取
得する処理（図中に示す「駐車枠進入判断情報取得処理」）を行う。ここで、本実施形態
では、一例として、ステアリングホイール２８の操舵角と、自車両Ｖと駐車枠とのなす角
度と、自車両Ｖと駐車枠との距離に基づいて、自車両Ｖが駐車枠へ進入するか否かを判断
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する場合を説明する。ステップＳ１１６において、自車両Ｖが駐車枠へ進入するか否かを
判断するための情報を取得する処理を行うと、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理
は、ステップＳ１１８へ移行する。
【００４５】
　ここで、ステップＳ１１６で行なう処理の具体例を説明する。
　ステップＳ１１６では、操舵角演算部１０Ｃから入力を受けた操舵角信号を参照して、
ステアリングホイール２８の回転角（操舵角）を取得する。これに加え、周囲環境認識情
報演算部１０Ａから入力を受けた俯瞰画像信号が含む自車両Ｖの周囲の俯瞰画像に基づき
、自車両Ｖと駐車枠Ｌ０とのなす角度αと、自車両Ｖと駐車枠Ｌ０との距離Ｄを取得する
。
　ここで、角度αは、例えば、図６中に示すように、直線Ｘと、枠線Ｌ１及び駐車枠Ｌ０
側の線との交角の絶対値とする。なお、図６は、自車両Ｖと、駐車枠Ｌ０と、自車両Ｖと
駐車枠Ｌ０との距離Ｄを説明する図である。
【００４６】
　また、直線Ｘは、自車両Ｖの中心を通る自車両Ｖの前後方向の直線（進行方向に延びる
直線）であり、枠線Ｌ１は、駐車枠Ｌ０に駐車が完了した際に自車両Ｖの前後方向と平行
または略平行になる駐車枠Ｌ０部分の枠線である。また、駐車枠Ｌ０側の線とは、Ｌ１の
延長線からなる駐車枠Ｌ０側の線である。
　また、距離Ｄは、例えば、図６中に示すように、自車両Ｖの前端面の中心点ＰＦと駐車
枠Ｌ０の入り口Ｌ２の中心点ＰＰとの距離とする。ただし、距離Ｄは、自車両Ｖの前端面
が駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２を通過した後は、負の値とする。なお、距離Ｄは、自車両Ｖの
前端面が駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２を通過した後は、ゼロに設定してもよい。
　ここで、距離Ｄを特定するための自車両Ｖ側の位置は、中心点ＰＦに限定するものでは
なく、例えば、自車両Ｖに予め設定した位置と、入り口Ｌ２の予め設定した位置としても
よい。この場合、距離Ｄは、自車両Ｖに予め設定した位置と、入り口Ｌ２の予め設定した
位置との距離とする。
【００４７】
　以上説明したように、ステップＳ１１６では、自車両Ｖが駐車枠Ｌ０へ進入するか否か
を判断するための情報として、操舵角、自車両Ｖと駐車枠Ｌ０の角度α、自車両Ｖと駐車
枠Ｌ０の距離Ｄを取得する。
　ステップＳ１１８では、ステップＳ１１６で取得した情報に基づいて、自車両Ｖが駐車
枠へ進入するか否かを判断する処理（図中に示す「駐車枠進入判断処理」）を行う。
　ステップＳ１１８において、自車両Ｖが駐車枠へ進入しない（図中に示す「Ｎｏ」）と
判断した場合、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１２０へ移行す
る。
【００４８】
　一方、ステップＳ１１８において、自車両Ｖが駐車枠へ進入する（図中に示す「Ｙｅｓ
」）と判断した場合、加速抑制作動条件判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１２２へ
移行する。
　ここで、ステップＳ１１８で行なう処理の具体例を説明する。
　ステップＳ１１８では、例えば、以下に示す三つの条件（Ａ１～Ａ３）を全て満足した
場合に、自車両Ｖが駐車枠へ進入すると判断する。
条件Ａ１．ステップＳ１１６で検出した操舵角が予め設定した設定舵角値（例えば、４５
［ｄｅｇ］）以上の値となってから経過した時間が、予め設定した設定時間（例えば、２
０［ｓｅｃ］）以内である。
条件Ａ２．自車両Ｖと駐車枠Ｌ０の角度αが、予め設定した設定角度（例えば、４０［ｄ
ｅｇ］）以下である。
条件Ａ３．自車両Ｖと駐車枠Ｌ０の距離Ｄが、予め設定した設定距離（例えば、３［ｍ］
）以下である。
　なお、自車両Ｖが駐車枠へ進入するか否かを判断する処理としては、駐車枠進入確信度
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設定部３８が駐車枠進入確信度を設定する際に行なう処理を用いてもよい。
【００４９】
　また、自車両Ｖが駐車枠へ進入するか否かの判断に用いる処理は、上記のように複数の
条件を用いた処理に限定するものではなく、上述した三つの条件のうち一つ以上の条件で
判断する処理を用いてもよい。また、自車両Ｖの車速を用いて、自車両Ｖが駐車枠へ進入
するか否かを判断する処理を用いてもよい。
　ステップＳ１２０では、加速抑制作動条件判断結果信号を、加速抑制制御作動条件が成
立しない判断結果を含む情報信号として生成する処理（図中に示す「加速抑制作動条件非
成立」）を行う。ステップＳ１２０において、加速抑制制御作動条件が成立しない判断結
果を含む加速抑制作動条件判断結果信号を生成する処理を行うと、加速抑制作動条件判断
部３４が行なう処理は、ステップＳ１２４へ移行する。
【００５０】
　ステップＳ１２２では、加速抑制作動条件判断結果信号を、加速抑制制御作動条件が成
立する判断結果を含む情報信号として生成する処理（図中に示す「加速抑制作動条件成立
」）を行う。ステップＳ１２２において、加速抑制制御作動条件が成立する判断結果を含
む加速抑制作動条件判断結果信号を生成する処理を行うと、加速抑制作動条件判断部３４
が行なう処理は、ステップＳ１２４へ移行する。
　ステップＳ１２４では、ステップＳ１２０またはステップＳ１２２で生成した加速抑制
作動条件判断結果信号を、加速抑制指令値演算部１０Ｊへ出力する処理（図中に示す「加
速抑制作動条件判断結果出力」）を行う。ステップＳ１２４において、加速抑制作動条件
判断結果信号を加速抑制指令値演算部１０Ｊへ出力する処理を行うと、加速抑制作動条件
判断部３４が行なう処理は、ステップＳ１００の処理へ復帰（ＲＥＴＵＲＮ）する。
【００５１】
・駐車枠確信度設定部３６が行なう処理
　図１から図６を参照しつつ、図７から図９を用いて、駐車枠確信度設定部３６が駐車枠
確信度を設定する処理について説明する。
　図７は、駐車枠確信度設定部３６が駐車枠確信度を設定する処理を示すフローチャート
である。なお、駐車枠確信度設定部３６は、予め設定したサンプリング時間（例えば、１
０［ｍｓｅｃ］）毎に、以下に説明する処理を行う。
　図７中に示すように、駐車枠確信度設定部３６が処理を開始（ＳＴＡＲＴ）すると、ま
ず、ステップＳ２００において、駐車枠確信度のレベルを最低値（レベル０）に設定する
処理（図中に示す「レベル０に設定」）を行う。ステップＳ２００において、駐車枠確信
度をレベル０に設定する処理を行うと、駐車枠確信度設定部３６が行なう処理は、ステッ
プＳ２０２へ移行する。
【００５２】
　ステップＳ２０２では、周囲環境認識情報演算部１０Ａから入力を受けた俯瞰画像信号
が含む自車両Ｖの周囲の俯瞰画像を取得する処理（図中に示す「周囲画像取得」）を行う
。ステップＳ２０２において、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像を取得する処理を行うと、駐車
枠確信度設定部３６が行なう処理は、ステップＳ２０４へ移行する。
　ステップＳ２０４では、ステップＳ２０２で取得した俯瞰画像から、駐車枠確信度を設
定するために用いる判定要素を抽出する処理（図中に示す「判定要素抽出」）を行う。ス
テップＳ２０４において、俯瞰画像から判定要素を抽出する処理を行うと、駐車枠確信度
設定部３６が行なう処理は、ステップＳ２０６へ移行する。
【００５３】
　ここで、判定要素とは、駐車枠線等、路面上に標示されている線（白線等）であり、そ
の状態が、例えば、以下に示す三つの条件（Ｂ１～Ｂ３）を全て満足した場合に、その線
を、判定要素として抽出する。
条件Ｂ１．路面上に標示されている線に破断部分がある場合、その破断部分が、標示され
ていた線がかすれている部分（例えば、線よりも明瞭度が低く、且つ路面よりも明瞭度が
高い部分）である。



(14) JP 5991382 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

条件Ｂ２．路面上に標示されている線の幅が、予め設定した設定幅（例えば、１０［ｃｍ
］）以上である。なお、設定幅は、１０［ｃｍ］に限定するものではなく、例えば、自車
両Ｖが走行する地域（国等）の交通法規等に応じて変更してもよい。
条件Ｂ３．路面上に標示されている線の長さが、予め設定した設定標示線長さ（例えば、
２．５［ｍ］）以上である。なお、設定標示線長さは、２．５［ｍ］に限定するものでは
なく、例えば、自車両Ｖが走行する地域（国等）の交通法規等に応じて変更してもよい。
【００５４】
　ステップＳ２０６では、ステップＳ２０４で抽出した判定要素が、駐車枠線を形成する
線の条件に適合しているか否かを判断する処理（図中に示す「駐車枠条件適合？」）を行
う。
　ステップＳ２０６において、ステップＳ２０４で抽出した判定要素が、駐車枠線を形成
する線の条件に適合していない（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠確信度設
定部３６が行なう処理は、ステップＳ２００へ移行する。
【００５５】
　一方、ステップＳ２０６において、ステップＳ２０４で抽出した判定要素が、駐車枠線
を形成する線の条件に適合している（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠確
信度設定部３６が行なう処理は、ステップＳ２０８へ移行する。なお、ステップＳ２０６
で行なう処理は、例えば、周囲環境認識情報演算部１０Ａから入力を受けた俯瞰画像信号
を参照して行なう。
　ここで、図８を用いて、ステップＳ２０６で行なう処理の具体例を説明する。なお、図
８は、駐車枠確信度設定部３６が行なう処理の内容を示す図である。また、図８中には、
俯瞰画像のうち前方カメラ１４Ｆで撮像した画像を示す領域を、符号「ＰＥ」と示す。
【００５６】
　ステップＳ２０６では、まず、ステップＳ２０４で抽出した判定要素である路面上に標
示されている線から、同一画面上に表示されている隣接した二本の線を一つの組として特
定（以降の説明では、「ペアリング」と記載する場合がある）する。なお、同一画面上に
三本以上の線が表示されている場合は、三本以上の線に対し、それぞれ、隣接した二本の
線により、二つ以上の組を特定する。
【００５７】
　次に、ペアリングした二本の線に対し、例えば、以下に示す四つの条件（Ｃ１～Ｃ４）
を全て満足した場合に、ステップＳ２０４で抽出した判定要素が、駐車枠線を形成する線
の条件に適合していると判断する。
条件Ｃ１．図８（ａ）中に示すように、ペアリングした二本の線（図中では、符合「Ｌａ
」、符合「Ｌｂ」で示す）間の幅ＷＬが、予め設定した設定ペアリング幅（例えば、２．
５［ｍ］）以下である。なお、設定ペアリング幅は、２．５［ｍ］に限定するものではな
く、例えば、自車両Ｖが走行する地域（国等）の交通法規等に応じて変更してもよい。
条件Ｃ２．図８（ｂ）中に示すように、線Ｌａと線Ｌｂとのなす角度（平行度合い）が、
予め設定した設定角度（例えば、３［°］）以内である。なお、設定角度は、３［°］に
限定するものではなく、例えば、周囲環境認識センサ１４の認識能力等に応じて変更して
もよい。
【００５８】
　なお、図８（ｂ）中には、基準線（領域ＰＥの垂直方向に延在する線）を、符合「ＣＬ
ｃ」を付した点線で示し、線Ｌａの中心軸線を、符合「ＣＬａ」を付した破線で示し、線
Ｌｂの中心軸線を、符合「ＣＬｂ」を付した破線で示す。また、基準線ＣＬｃに対する中
心軸線ＣＬａの傾斜角を符号「θａ」で示し、基準線ＣＬｃに対する中心軸線ＣＬｂの傾
斜角を符号「θｂ」で示す。
　したがって、｜θａ－θｂ｜≧３［°］の条件式が成立すると、条件Ｃ２を満足するこ
ととなる。
【００５９】
条件Ｃ３．図８（ｃ）中に示すように、線Ｌａの自車両Ｖ側の端部（図中では、下方側の



(15) JP 5991382 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

端部）と線Ｌｂの自車両Ｖ側の端部を結ぶ直線と、自車両Ｖに近い側の線Ｌとのなす角度
θが、予め設定した設定ずれ角度（例えば、４５［°］）以上である。なお、設定ずれ角
度は、４５［°］に限定するものではなく、例えば、周囲環境認識センサ１４の認識能力
等に応じて変更してもよい。
条件Ｃ４．図８（ｄ）中に示すように、線Ｌａの幅Ｗ０と線Ｌｂの幅Ｗ１との差の絶対値
（｜Ｗ０－Ｗ１｜）が、予め設定した設定線幅（例えば、１０［ｃｍ］）以下である。な
お、設定線幅は、１０［ｃｍ］に限定するものではなく、例えば、周囲環境認識センサ１
４の認識能力等に応じて変更してもよい。
　なお、上述した四つの条件（Ｃ１～Ｃ４）を満足するか否かを判定する処理では、線Ｌ
ａ，Ｌｂのうち少なくとも一方の長さが、例えば、２［ｍ］程度で途切れている場合、さ
らに、２［ｍ］程度の仮想線を延長した４［ｍ］程度の線として、処理を継続する。
【００６０】
　ステップＳ２０８では、ステップＳ２０６の処理を開始してから自車両Ｖの移動距離が
予め設定した設定移動距離となるまでに、ステップＳ２０６の処理が連続して照合するか
否かを判断する処理（図中に示す「連続照合適合？」）を行う。なお、設定移動距離は、
自車両Ｖの諸元に応じて、例えば、１～２．５［ｍ］の範囲内に設定する。また、ステッ
プＳ２０８で行なう処理は、例えば、周囲環境認識情報演算部１０Ａから入力を受けた俯
瞰画像信号と、自車両車速演算部１０Ｂから入力を受けた車速演算値信号を参照して行な
う。
　ステップＳ２０８において、ステップＳ２０６の処理が連続して照合していない（図中
に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠確信度設定部３６が行なう処理は、ステップＳ
２１０へ移行する。
【００６１】
　一方、ステップＳ２０８において、ステップＳ２０６の処理が連続して照合している（
図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠確信度設定部３６が行なう処理は、ステ
ップＳ２１２へ移行する。
　ここで、ステップＳ２０８で行なう処理では、例えば、図９中に示すように、ステップ
Ｓ２０６の処理が照合された状態と、ステップＳ２０６の処理が照合されない状態に応じ
て、自車両Ｖの移動距離を仮想的に演算する。なお、図９は、駐車枠確信度設定部３６が
行なう処理の内容を示す図である。また、図９中には、「照合状態」と記載した領域にお
いて、ステップＳ２０６の処理が照合された状態を「ＯＮ」と示し、ステップＳ２０６の
処理が照合されない状態を「ＯＦＦ」と示す。また、図９中には、仮想的に演算した自車
両Ｖの移動距離を、「仮想走行距離」と示す。
【００６２】
　図９中に示すように、ステップＳ２０６の処理が照合された状態が「ＯＮ」であると、
仮想走行距離が増加する。一方、ステップＳ２０６の処理が照合された状態が「ＯＦＦ」
であると、仮想走行距離が減少する。
　なお、本実施形態では、一例として、仮想走行距離が増加する際の傾き（増加ゲイン）
を、仮想走行距離が減少する際の傾き（減少ゲイン）よりも大きく設定した場合について
説明する。すなわち、「照合状態」が「ＯＮ」である状態と「ＯＦＦ」である状態が同時
間であれば、仮想走行距離は増加することとなる。
【００６３】
　そして、仮想走行距離が初期値（図中では、「０［ｍ］」と示す）に戻ることなく、設
定移動距離に達すると、ステップＳ２０６の処理が連続して照合していると判断する。
　ステップＳ２１０では、駐車枠確信度のレベルを最低値（レベル０）よりも一段階上の
レベル（レベル１）に設定する処理（図中に示す「レベル１に設定」）を行う。ステップ
Ｓ２１０において、駐車枠確信度をレベル１に設定する処理を行うと、駐車枠確信度設定
部３６が行なう処理は終了（ＥＮＤ）する。
【００６４】
　ステップＳ２１２では、ステップＳ２０６の処理が連続して照合している線Ｌａ，Ｌｂ
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に対し、それぞれ、自車両Ｖを基準として同じ側に位置する端点（近い側の端点、または
、遠い側の端点）を検出する。そして、同じ側に位置する端点同士が、幅ＷＬの方向に沿
って対向しているか否かを判断する処理（図中に示す「遠近端点対向適合？」）を行う。
なお、ステップＳ２１２で行なう処理は、例えば、周囲環境認識情報演算部１０Ａから入
力を受けた俯瞰画像信号と、自車両車速演算部１０Ｂから入力を受けた車速演算値信号を
参照して行なう。
　ステップＳ２１２において、同じ側に位置する端点同士が、幅ＷＬの方向に沿って対向
していない（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠確信度設定部３６が行なう処
理は、ステップＳ２１４へ移行する。
【００６５】
　一方、ステップＳ２１２において、同じ側に位置する端点同士が、幅ＷＬの方向に沿っ
て対向している（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠確信度設定部３６が行
なう処理は、ステップＳ２１６へ移行する。
　ステップＳ２１４では、駐車枠確信度のレベルを最低値（レベル０）よりも二段階上の
レベル（レベル２）に設定する処理（図中に示す「レベル２に設定」）を行う。ステップ
Ｓ２１４において、駐車枠確信度をレベル２に設定する処理を行うと、駐車枠確信度設定
部３６が行なう処理は終了（ＥＮＤ）する。
【００６６】
　ステップＳ２１６では、ステップＳ２１２の処理において、同じ側に位置する端点同士
が幅ＷＬの方向に沿って対向していると判断した線Ｌａ，Ｌｂに対し、さらに、他方の側
に位置する端点を検出する。すなわち、ステップＳ２１２の処理において、線Ｌａ，Ｌｂ
に対して近い側（一方の側）の端点を検出した場合、ステップＳ２１６では、線Ｌａ，Ｌ
ｂに対して遠い側（他方の側）の端点を検出する。そして、他方の側に位置する端点同士
が、幅ＷＬの方向に沿って対向しているか否かを判断する処理（図中に示す「両端端点対
向適合？」）を行う。なお、ステップＳ２１６で行なう処理は、例えば、周囲環境認識情
報演算部１０Ａから入力を受けた俯瞰画像信号と、自車両車速演算部１０Ｂから入力を受
けた車速演算値信号を参照して行なう。
【００６７】
　なお、線Ｌａ，Ｌｂの端点を検出する際には、例えば、図４（ａ）中に示す線の端点の
ような直線の端点と、図４（ｇ）中に示す線の上端点のようなＵ字状の端点と、図４（ｏ
）中に示す二重線と横線との交点を、全て、一本の直線の端点として処理する。同様に、
図４（ｈ）中に示す線の上端点のような二重線の端点と、図４（ｍ）中に示す線の上端点
のようなＵ字状の曲線に空隙部が形成されている端点も、全て、一本の直線の端点として
処理する。
【００６８】
　また、線Ｌａ，Ｌｂの端点を検出する際には、例えば、図４（ｎ）中に示す上下方向に
延在する傾斜した二重線と、左右方向に延在する一本の直線との交点は、端点として処理
（認識）しない。これは、端点を検出する際には、撮像した画像を示す領域において、横
方向への走査を行うことにより端点を検出するためである。また、例えば、図４（ｐ）中
に白枠の四角形で示す領域は、柱等の路上物体を示しているため、この物体の端点も検出
しない。
　ステップＳ２１６において、他方の側に位置する端点同士が、幅ＷＬの方向に沿って対
向していない（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠確信度設定部３６が行なう
処理は、ステップＳ２１８へ移行する。
【００６９】
　一方、ステップＳ２１６において、他方の側に位置する端点同士が、幅ＷＬの方向に沿
って対向している（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠確信度設定部３６が
行なう処理は、ステップＳ２２０へ移行する。
　ステップＳ２１８では、駐車枠確信度のレベルを最低値（レベル０）よりも三段階上の
レベル（レベル３）に設定する処理（図中に示す「レベル３に設定」）を行う。ステップ
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Ｓ２１８において、駐車枠確信度をレベル３に設定する処理を行うと、駐車枠確信度設定
部３６が行なう処理は終了（ＥＮＤ）する。
　ステップＳ２２０では、駐車枠確信度のレベルを最低値（レベル０）よりも四段階上の
レベル（レベル４）に設定する処理（図中に示す「レベル４に設定」）を行う。ステップ
Ｓ２２０において、駐車枠確信度をレベル４に設定する処理を行うと、駐車枠確信度設定
部３６が行なう処理は終了（ＥＮＤ）する。
【００７０】
　したがって、駐車枠確信度をレベル３に設定する処理では、図４中に示す駐車枠のうち
、（ｄ），（ｅ），（ｊ），（ｋ）のパターンに対し、駐車枠確信度を設定することとな
る。また、駐車枠確信度をレベル４に設定する処理では、図４中に示す駐車枠のうち、（
ｄ），（ｅ），（ｊ），（ｋ）を除くパターンに対し、駐車枠確信度を設定することとな
る。
　ここで、駐車枠確信度設定部３６における処理は、一つの駐車枠に対する確信度を設定
するものとして説明しているが、例えば、図６に示すような複数の駐車枠が並列に設けら
れている駐車場であれば、二つ以上の駐車枠を同時に認識することも可能である。
【００７１】
　即ち、自車両Ｖが旋回走行しつつ斜めの方向から駐車枠線に対して近づくような状況で
は、駐車枠の手前側から平行に近づく場合と異なり、図１０に示すように、並んでいる二
つの駐車枠Ｌ０１、Ｌ０２の周囲画像内における現れ方は、それぞれ異なってくる場合が
多い。図１０に示す例は、車両前方の画像を示しているが、一方の駐車枠Ｌ０１について
は、右側枠線Ｌ１１と、左側枠線Ｌ１２とは、全体のかなりの部分が確認できるとともに
、それらの手前側の端部も画像内に収まっている。これに対し、他方の駐車枠Ｌ０２につ
いては、駐車枠Ｌ０１の左側枠線Ｌ１２と共有となっている右側枠線Ｌ２１はかなりの部
分が確認できるのに対し、左側枠線Ｌ２２は、僅かな部分しか画像内には現れていない。
【００７２】
　このため、図８（ａ）に示したペアリングは、一方の駐車枠Ｌ０１に対しては行えても
、他方の駐車枠Ｌ０２に対しては同じタイミングでは行えない。また、他方の駐車枠Ｌ０
２に対してペアリングが行えたとしても、左側枠線Ｌ２２の手前側の端部まで確認できて
レベル２に昇格するのは、未だ先である。
　従って、駐車枠Ｌ０１及びＬ０２は、左右に並んで近い位置にあるものの、図７に示し
た駐車枠確信度の設定処理の進捗度には、差が出てくる場合が考えられる。例えば、駐車
枠Ｌ０１についての駐車枠確信度はレベル２に達していたとしても、駐車枠Ｌ０２につい
ての駐車枠確信度はレベル０のままだったり、レベル１に達した程度だったりするという
ことが考えられる。
【００７３】
　これらは、実質的に同じ駐車枠を確認しているはずであるから、本来ならば、同一も若
しくは同程度の駐車枠確信度に設定されることが望ましいと言える。
　そこで、本実施形態では、複数の駐車枠の候補が確認されている状態、つまり、駐車枠
確信度が複数求められている場合には、図１１に示す処理を実行し、駐車枠確信度を補正
するようになっている。
【００７４】
　即ち、図１１のステップＳ２５０では、駐車枠を二つ以上検出しているか否かを判定す
る。具体的には、図１０に示すように、一方の駐車枠Ｌ０１について駐車枠確信度が設定
されるとともに、他方の駐車枠Ｌ０２について駐車枠確信度が設定されているか否かを確
認する。この場合、駐車枠確信度が低い方の駐車枠Ｌ０２については、ペアリングが行え
る程度の駐車枠線が確認されている程度（つまり、図７のステップＳ２０６の判定が「Ｙ
ｅｓ」となった程度）であればよい。或いは、他方の駐車枠Ｌ０２については、駐車枠線
らしき線が確認できた程度であってもよい。「駐車枠線らしき線が確認できた」というの
は、例えば、画像として比較的長い部分が確認できている他の駐車枠線の幅と同じ程度の
幅の線が確認できた場合、又は、前方カメラ１４Ｆの画像では確認できていないが、右側
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方カメラ１４ＳＲ又は左側方カメラ１４ＳＬの画像では、前方カメラ１４Ｆで確認できて
いる駐車枠線と並行の線が確認できている場合、等である。このステップＳ２５０の判定
が「Ｎｏ」の場合は、この時点でこの図１１に示す処理は終了する。
【００７５】
　一方、ステップＳ２５０の判定が「Ｙｅｓ」の場合は、ステップＳ２５２に移行し、駐
車枠確信度を補正する条件が確立しているか否かを判定する。
　ここで、駐車枠確信度を補正する条件として、種々の条件が考えられるが、例えば、自
車両Ｖが旋回走行状態であること、二つの駐車枠が駐車枠線を共有していること（図１０
のような状況）、確信度が高い方の駐車枠確信度が最低レベルのレベル１を越えている（
つまり、レベル２以上である）こと、等が考えられる。
【００７６】
　「旋回走行状態であること」を条件に挙げたのは、旋回走行状態にあるときには、直進
走行状態に比べて正面から外れた位置にある駐車枠を撮像カメラでは捉えにくく、且つ、
捉えにくかった駐車枠も自車両Ｖが進行するとある段階で急に見え易くなって駐車枠確信
度が高まることがある。つまり、図１０のような状況では、駐車枠Ｌ０２の駐車枠確信度
は低い状態であるたが、左旋回状態であれば、その駐車枠確信度は自車両Ｖが走行した後
に高くなるため、早々に補正して駐車枠確信度を高めておく利益があると言える。これに
対し、図１０のような撮像状態が直進走行時にあったとしても、駐車枠Ｌ０２の駐車枠確
信度は自車両Ｖが走行しても高まることはなく、むしろ駐車枠の確認そのものが不可能な
状態になっていくため、駐車枠確信度を高めておく理由がないと言える。
　なお、自車両Ｖが旋回状態であるか否かは、操舵角演算部１０Ｃから供給される操舵角
信号に基づいて判定することが可能である。
【００７７】
　「二つの駐車枠が駐車枠線を共有していること」を条件に挙げたのは、駐車枠線を共有
している二つの駐車枠については、一方の駐車枠確信度が高ければ他方の駐車枠確信度を
高めても問題はなく、むしろ好ましいと言えるからである。
　駐車枠線を共有していることは、ペアリングを行う際に同じ位置に確認された線が二つ
の駐車枠のそれぞれの駐車枠線として用いられるか否かに基づいて判定することができる
。
　「確信度が高い方の駐車枠確信度が最低レベルを越えていること」を条件に挙げたのは
、高い方の駐車枠確信度でも最低レベル以下にしか達していない場合に補正を行ってしま
うと、不必要に駐車枠確信度を高める可能性が高くなってしまうからである。
【００７８】
　そして、本実施形態では、上記三つの条件をＡＮＤ条件として用いているものとして以
下の説明を行うが、各条件を他の条件に対してＯＲ条件として用いてもよいし、一部条件
同士はＯＲ条件とし、その結果に対して、残りの条件をＡＮＤ条件として用いてもよい。
　ステップＳ２５２の判定が「Ｎｏ」の場合には、各駐車枠確信度はそのままとして今回
のこの図１１の処理を終了する。
　そして、ステップＳ２５２の判定が「Ｙｅｓ」の場合には、ステップＳ２５４に移行し
て、駐車枠確信度の補正処理を行う。
　ステップＳ２５２における補正処理としては、種々のものがある。
【００７９】
　例えば、並んでいる二つの駐車枠のうち、高い方の駐車枠確信度の半分を、他方の駐車
枠確信度に加算する、という補正処理が考えられる。
　具体的に説明すると、一方の駐車枠確信度がレベル２であり、他方の駐車枠確信度がレ
ベル１であった場合に、そのレベル２の半分である「１」を、他方の駐車枠確信度に加算
してこれをレベル２とする、という補正処理である。そのような加算処理ではなく、高い
方の駐車枠確信度に全ての確信度を揃えてしまう（つまり、セレクトハイ）というルール
で補正処理を行ってもよいし、その他の補正処理であってもよい。
【００８０】
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　要は、確信度が高い方の駐車枠確信度に基づいて、確信度が低い方の終車枠確信度を高
める方向に補正する処理内容であればよい。さらには、いずれの駐車枠確信度も高いレベ
ルで一致している場合（つまり、全てがレベル２、レベル３のような場合）には、全ての
駐車枠確信度を一段階昇格させる（レベル２をレベル３に、レベル３をレベル４に昇格さ
せる）という処理内容を含むようにしてもよい。
　また、三つ以上の駐車枠の候補が確認できている場合、隣り合った駐車枠同士の間で上
記のような補正処理の内容で補正を行ってもよいし、三つの駐車枠確信度のうちの最大の
確信度に基づいてそれ以外の駐車枠確信度を補正するようにしてもよい。
　そして、ステップＳ２５４の処理を終えたら、今回のこの図１１の処理を終了する。
【００８１】
・駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処理
　図１から図９を参照しつつ、図１２及び図１３を用いて、駐車枠進入確信度設定部３８
が駐車枠進入確信度を設定する処理について説明する。
　図１２は、駐車枠進入確信度設定部３８が駐車枠進入確信度を設定する処理を示すフロ
ーチャートである。なお、駐車枠進入確信度設定部３８は、予め設定したサンプリング時
間（例えば、１０［ｍｓｅｃ］）毎に、以下に説明する処理を行う。
【００８２】
　図１２中に示すように、駐車枠進入確信度設定部３８が処理を開始（ＳＴＡＲＴ）する
と、まず、ステップＳ３００において、自車両Ｖの予想軌跡と駐車枠とのずれ量を検出す
る処理（図中に示す「ずれ量検出」）を行う。ステップＳ３００において、自車両Ｖの予
想軌跡と駐車枠とのずれ量を検出する処理を行うと、駐車枠進入確信度設定部３８が行な
う処理は、ステップＳ３０２へ移行する。なお、本実施形態では、一例として、ステップ
Ｓ３００で検出するずれ量の単位を［ｃｍ］とした場合について説明する。また、本実施
形態では、一例として、駐車枠の幅を２．５［ｍ］とした場合について説明する。
【００８３】
　ここで、ステップＳ３００で行なう処理では、例えば、図１３中に示すように、自車両
Ｖの後輪予想軌跡ＴＲを算出し、算出した後輪予想軌跡ＴＲと駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２と
の交点ＴＰを算出する。さらに、駐車枠Ｌ０の左側枠線Ｌ１ｌと交点ＴＰとの距離Ｌｆｌ
と、駐車枠Ｌ０の右側枠線Ｌ１ｒと交点ＴＰとの距離Ｌｆｒを算出し、距離Ｌｆｌと距離
Ｌｆｒを比較する。そして、距離Ｌｆｌと距離Ｌｆｒのうち長い方の距離を、自車両Ｖの
後輪予想軌跡ＴＲと駐車枠Ｌ０とのずれ量として検出する。なお、図１３は、自車両Ｖの
後輪予想軌跡ＴＲと駐車枠Ｌ０とのずれ量を検出する処理の内容を示す図である。
【００８４】
　また、自車両Ｖの後輪予想軌跡ＴＲを算出する際には、自車両Ｖのうち、右後輪ＷＲＲ
と左後輪ＷＲＬとの車幅方向における中心点ＰＲを、自車両Ｖの基準点として設定する。
そして、俯瞰画像のうち前方カメラ１４Ｆ及び左側方カメラ１４ＳＬで撮像した画像と、
自車両Ｖの車速と、ステアリングホイール２８の回転角（操舵角）を用いて、中心点ＰＲ
の仮想移動経路を演算し、後輪予想軌跡ＴＲを算出する。
　ステップＳ３０２では、例えば、俯瞰画像のうち前方カメラ１４Ｆで撮像した画像を用
いて、直線Ｘと駐車枠Ｌ０の長さ方向（例えば、奥行き方向）との平行度を検出する処理
（図中に示す「平行度検出」）を行う。ステップＳ３０２において、直線Ｘと駐車枠Ｌ０
の長さ方向との平行度を検出する処理を行うと、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処
理は、ステップＳ３０４へ移行する。
【００８５】
　ここで、ステップＳ３０２で検出する平行度は、図１３中に示すように、駐車枠Ｌ０の
中心線Ｙと直線Ｘとのなす角度θａｐとして検出する。
　なお、ステップＳ３０２では、自車両Ｖが後退しながら駐車枠Ｌ０へ移動する場合、例
えば、俯瞰画像のうち後方カメラ１４Ｒで撮像した画像を用いて、直線Ｘと駐車枠Ｌ０の
長さ方向との平行度を検出する処理を行う。ここで、自車両Ｖの移動方向（前進、後退）
は、例えば、現在シフト位置信号を参照して検出する。
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【００８６】
　ステップＳ３０４では、自車両Ｖの車速と、ステアリングホイール２８の回転角（操舵
角）を用いて、自車両Ｖの旋回半径を演算する処理（図中に示す「旋回半径演算」）を行
う。ステップＳ３０４において、自車両Ｖの旋回半径を演算する処理を行うと、駐車枠進
入確信度設定部３８が行なう処理は、ステップＳ３０６へ移行する。
　ステップＳ３０６では、ステップＳ３０２で検出した平行度（θａｐ）が、予め設定し
た平行度閾値（例えば、１５［°］）未満であるか否かを判断する処理（図中に示す「平
行度＜平行度閾値？」）を行う。
　ステップＳ３０６において、ステップＳ３０２で検出した平行度（θａｐ）が平行度閾
値以上である（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部３８が行
なう処理は、ステップＳ３０８へ移行する。
【００８７】
　一方、ステップＳ３０６において、ステップＳ３０２で検出した平行度（θａｐ）が平
行度閾値未満である（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部
３８が行なう処理は、ステップＳ３１０へ移行する。
　ステップＳ３０８では、ステップＳ３０４で検出した旋回半径が、予め設定した旋回半
径閾値（例えば、１００［Ｒ］）以上であるか否かを判断する処理（図中に示す「旋回半
径≧旋回半径閾値？」）を行う。
　ステップＳ３０８において、ステップＳ３０４で検出した旋回半径が旋回半径閾値未満
である（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処
理は、ステップＳ３１２へ移行する。
【００８８】
　一方、ステップＳ３０８において、ステップＳ３０４で検出した旋回半径が旋回半径閾
値以上である（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部３８が
行なう処理は、ステップＳ３１０へ移行する。
　ステップＳ３１０では、ステップＳ３００で検出したずれ量が、予め設定した第一閾値
（例えば、７５［ｃｍ］）以上であるか否かを判断する処理（図中に示す「ずれ量≧第一
閾値？」）を行う。なお、第一閾値は、７５［ｃｍ］に限定するものではなく、例えば、
自車両Ｖの諸元に応じて変更してもよい。
　ステップＳ３１０において、ステップＳ３００で検出したずれ量が第一閾値以上である
（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処理は
、ステップＳ３１４へ移行する。
【００８９】
　一方、ステップＳ３１０において、ステップＳ３００で検出したずれ量が第一閾値未満
である（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処
理は、ステップＳ３１６へ移行する。
　ステップＳ３１２では、ステップＳ３００で検出したずれ量が、予め設定した第二閾値
（例えば、１５０［ｃｍ］）以上であるか否かを判断する処理（図中に示す「ずれ量≧第
二閾値？」）を行う。ここで、第二閾値は、上述した第一閾値よりも大きな値とする。な
お、第二閾値は、１５０［ｃｍ］に限定するものではなく、例えば、自車両Ｖの諸元に応
じて変更してもよい。
　ステップＳ３１２において、ステップＳ３００で検出したずれ量が第二閾値以上である
（図中に示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処理は
、ステップＳ３１８へ移行する。
【００９０】
　一方、ステップＳ３１２において、ステップＳ３００で検出したずれ量が第二閾値未満
である（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処
理は、ステップＳ３１４へ移行する。
　ステップＳ３１４では、駐車枠進入確信度を低いレベルに設定する処理（図中に示す「
進入確信度＝レベル低」）を行う。ステップＳ３１４において、駐車枠進入確信度を低い
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レベルに設定する処理を行うと、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処理は終了（ＥＮ
Ｄ）する。
　ステップＳ３１６では、駐車枠進入確信度を高いレベルに設定する処理（図中に示す「
進入確信度＝レベル高」）を行う。ステップＳ３１６において、駐車枠進入確信度を高い
レベルに設定する処理を行うと、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処理は終了（ＥＮ
Ｄ）する。
【００９１】
　ステップＳ３１８では、駐車枠進入確信度のレベルを最低値（レベル０）に設定する処
理（図中に示す「進入確信度＝レベル０」）を行う。ステップＳ３１８において、駐車枠
進入確信度をレベル０に設定する処理を行うと、駐車枠進入確信度設定部３８が行なう処
理は終了（ＥＮＤ）する。
　以上説明したように、駐車枠進入確信度設定部３８は、駐車枠進入確信度を、最低値の
「レベル０」、レベル０よりも高いレベルの「レベル低」、レベル低よりも高いレベルの
「レベル高」のうち、いずれかのレベルに設定する処理を行う。
【００９２】
　ここで、例えば自車両Ｖの前方に駐車枠が複数存在する場合には、駐車枠確信度の場合
と同様に、駐車枠進入確信度についても駐車枠の候補毎に設定されることになる。
　例えば、図１４に示すように、自車両Ｖの前方に二つの駐車枠Ｌ０１、Ｌ０２が存在す
る場合に、自車両Ｖが左側に大きく操舵角を切りながら駐車枠Ｌ０１、Ｌ０２に近づいて
いく状況では、自車両Ｖの正面には右側の駐車枠Ｌ０１が位置していたとしても、その駐
車枠Ｌ０１に対する駐車枠進入確信度は、レベル０に設定される可能性がある。
　この状況でも、自車両Ｖの正面に位置する駐車枠Ｌ０１の駐車枠確信度は例えばレベル
２、レベル３に設定されることが考えられる。
【００９３】
　一方、左側に位置する駐車枠Ｌ０２については、駐車枠確信度（補正処理前）は低い状
態であることが考えられるが、操舵角を大きく切っている自車両Ｖであれば、その駐車枠
Ｌ０２に対する駐車枠進入確信度は、例えばレベル２という高い値に設定されることが考
えられる。
　つまり、補正処理がなければ、駐車枠Ｌ０１については、駐車枠確信度は高い値に設定
されるが駐車枠進入確信度は低い値に設定される一方、駐車枠Ｌ０２については、駐車枠
確信度は低い値に設定されるが駐車枠進入確信度は高い値に設定されるという互いに逆の
関係になることが考えられる。
　これでは、後述する総合確信度が低く設定されてしまい、結果として加速抑制制御が働
かなくなってしまう。
【００９４】
　そこで、本実施形態では、上記のように駐車枠確信の補正処理を行うようにしているの
であるが、ここでさらに、駐車枠進入確信度についても、補正処理を行うことで、総合確
信度がより確実に適切な値に設定されるという工夫をしている。
　即ち、本実施形態の駐車枠進入確信度設定部３８にあっては、図１５に示す処理を実行
するようになっていて、図１５のステップＳ２６０では、駐車枠を二つ以上検出している
か否かを判定する。このステップＳ２６０における処理は、図１１のステップＳ２５０の
処理と同一で構わないので、図１１のステップＳ２５０の判定結果を流用してもよい。こ
のステップＳ２６０の判定が「Ｎｏ」の場合は、この時点でこの図１５に示す処理は終了
する。
【００９５】
　一方、ステップＳ２６０の判定が「Ｙｅｓ」の場合は、ステップＳ２６２に移行し、駐
車枠確信度を補正する条件が確立しているか否かを判定する。
　ここで、駐車枠進入確信度を補正する条件としても、種々の条件が考えられるが、図１
１のステップＳ２６２の処理と同様に、例えば、自車両Ｖが旋回走行状態であること、二
つの駐車枠が駐車枠線を共有していること（図１０のような状況）、確信度が高い方の駐
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車枠進入確信度が最低レベルの「レベル低」を越えている（つまり、「レベル高」である
）こと、等が考えられる。
　これら三つの条件を挙げた理由は、駐車枠確信度の補正処理を実行する条件として同様
の三つの条件を挙げた理由と同一である。
【００９６】
　そして、この駐車枠進入確信度を補正するか否かの判断に用いる場合にも、上記三つの
条件をＡＮＤ条件として用いているものとして以下の説明を行うが、各条件を他の条件に
対してＯＲ条件として用いてもよいし、一部条件同士はＯＲ条件とし、その結果に対して
、残りの条件をＡＮＤ条件として用いてもよい。
　ステップＳ２６２の判定が「Ｎｏ」の場合には、各駐車枠確信度はそのままとして今回
のこの図１５の処理を終了する。
【００９７】
　そして、ステップＳ２６２の判定が「Ｙｅｓ」の場合には、ステップＳ２６４に移行し
て、駐車枠進入確信度の補正処理を行う。
　ステップＳ２６２における補正処理としては、種々のものが考えられるが、本実施の形
態では、レベル低、レベル高の二段階に駐車枠進入確信度を設定する構成としていること
から、セレクトハイというルールで補正処理を行うこととする。なお、駐車枠進入確信度
を駐車枠確信度と同様に三段階以上に設定する構成とした場合には、駐車枠確信度の場合
と同様に、例えば、並んでいる二つの駐車枠のうち、高い方の駐車枠確信度の半分を、他
方の駐車枠確信度に加算する、という補正処理も考えられる。要は、確信度が高い方の駐
車枠進入確信度に基づいて、確信度が低い方の終車枠進入確信度を高める方向に補正する
処理内容であればよい。また、三つ以上の駐車枠の候補が確認できている場合、隣り合っ
た駐車枠同士の間で上記のような補正処理の内容で補正を行ってもよいし、三つの駐車枠
確信度のうちの最大の確信度に基づいてそれ以外の駐車枠進入確信度を補正するようにし
てもよい。
　そして、ステップＳ２６４の処理を終えたら、今回のこの図１５の処理を終了する。
【００９８】
・総合確信度設定部４０が行なう処理
　図１から図１５を参照しつつ、図１６を用いて、総合確信度設定部４０が総合確信度を
設定する処理について説明する。
　総合確信度設定部４０は、駐車枠確信度信号及び駐車枠進入確信度信号の入力を受け、
駐車枠確信度信号が含む駐車枠確信度と、駐車枠進入確信度信号が含む駐車枠進入確信度
を、図１６中に示す総合確信度設定マップに適合させる。そして、駐車枠確信度と駐車枠
進入確信度に基づき、総合確信度を設定する。
　なお、図１６は、総合確信度設定マップを示す図である。また、図１６中では、駐車枠
確信度を「枠確信度」と示し、駐車枠進入確信度を「進入確信度」と示す。また、図１６
中に示す総合確信度設定マップは、自車両Ｖの前進走行時に用いるマップである。
【００９９】
　総合確信度設定部４０が総合確信度を設定する処理の一例として、駐車枠確信度が「レ
ベル３」であり、駐車枠進入確信度が「レベル高」である場合では、図１６中に示すよう
に、総合確信度を「高」に設定する。
　なお、本実施形態では、一例として、総合確信度設定部４０が、総合確信度を設定する
処理を行うと、設定した総合確信度を、イグニッションスイッチをオフ状態としてもデー
タが消去されない記憶部に記憶する処理を行う場合について説明する。ここで、イグニッ
ションスイッチをオフ状態としてもデータが消去されない記憶部とは、例えば、ＲＯＭ等
である。
　したがって、本実施形態では、自車両Ｖの駐車完了後にイグニッションスイッチをオフ
状態とし、自車両Ｖの再発進時にイグニッションスイッチをオン状態とした時点では、直
前に設定した総合確信度が記憶されている。このため、自車両Ｖの再発進時にイグニッシ
ョンスイッチをオン状態とした時点から、直前に設定した総合確信度に基づく制御を開始
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することが可能となる。
【０１００】
・加速抑制制御開始タイミング演算部４２が行なう処理
　図１から図１６を参照しつつ、図１７を用いて、加速抑制制御開始タイミング演算部４
２が加速抑制制御開始タイミングを演算する処理について説明する。
　加速抑制制御開始タイミング演算部４２は、総合確信度信号の入力を受け、総合確信度
信号が含む総合確信度を、図１７中に示す加速抑制条件演算マップに適合させる。そして
、総合確信度に基づき、加速抑制制御開始タイミングを演算する。
　なお、図１７は、加速抑制条件演算マップを示す図である。また、図１７中では、「加
速抑制条件」の欄において、加速抑制制御開始タイミングを「抑制制御開始タイミング（
アクセル開度）」と示す。
【０１０１】
　加速抑制制御開始タイミング演算部４２が行なう処理の一例として、総合確信度が「高
」である場合では、図１７中に示すように、加速抑制制御開始タイミングを、アクセルペ
ダル３２の開度が増加して「５０％」に達したタイミングに設定する。なお、アクセルペ
ダル３２の開度は、アクセルペダル３２を最大値まで踏み込んだ（操作した）状態を１０
０％として設定する。
　なお、図１７中に示す加速抑制制御開始タイミングは、一例であり、例えば、自車両Ｖ
の制動性能等、自車両Ｖの諸元に応じて変更してもよい。また、例えば、自車両Ｖが走行
する地域（国等）の交通法規等に応じて変更してもよい。
【０１０２】
・加速抑制制御量演算部４４が行なう処理
　図１から図１７を参照して、加速抑制制御量演算部４４が加速抑制制御量を演算する処
理について説明する。
　加速抑制制御量演算部４４は、総合確信度信号の入力を受け、総合確信度信号が含む総
合確信度を、図１７中に示す加速抑制条件演算マップに適合させる。そして、総合確信度
に基づき、加速抑制制御量を演算する。なお、図１７中では、「加速抑制条件」の欄にお
いて、加速抑制制御量を「抑制量」と示す。
　加速抑制制御量演算部４４が行なう処理の一例として、総合確信度が「高」である場合
では、図１７中に示すように、加速抑制制御量を、実際のアクセルペダル３２の開度に対
して、「中」レベルのスロットル開度に抑制される制御量に設定する。なお、本実施形態
では、一例として、「中」レベルのスロットル開度を、実際のアクセルペダル３２の開度
が２５％に抑制されるスロットル開度とする。同様に、「小」レベルのスロットル開度を
、実際のアクセルペダル３２の開度が５０％に抑制されるスロットル開度とし、「大」レ
ベルのスロットル開度を、実際のアクセルペダル３２の開度が１０％に抑制されるスロッ
トル開度とする。
【０１０３】
　なお、図１７中に示す加速抑制制御量は、一例であり、例えば、自車両Ｖの制動性能等
、自車両Ｖの諸元に応じて変更してもよい。また、例えば、自車両Ｖが走行する地域（国
等）の交通法規等に応じて変更してもよい。
　また、加速抑制制御量演算部４４は、総合確信度を加速抑制条件演算マップに適合させ
、警告音を出力する制御の有無を設定する。なお、警告音を出力する場合、例えば、ナビ
ゲーション装置２６が備える表示モニタに、加速抑制制御を作動させている内容の文字情
報や記号・発光等の視覚情報を表示してもよい。
【０１０４】
（加速抑制指令値演算部１０Ｊで行なう処理）
　次に、図１から図１７を参照しつつ、図１８を用いて、加速抑制指令値演算部１０Ｊで
行なう処理について説明する。
　図１８は、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理を示すフローチャートである。な
お、加速抑制指令値演算部１０Ｊは、予め設定したサンプリング時間（例えば、１０［ｍ
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ｓｅｃ］）毎に、以下に説明する処理を行う。
　図１８中に示すように、加速抑制指令値演算部１０Ｊが処理を開始（ＳＴＡＲＴ）する
と、まず、ステップＳ４００において、加速抑制制御内容演算部１０Ｉから入力を受けた
加速抑制作動条件判断結果信号を参照する。そして、加速抑制作動条件判断結果を取得す
る処理（図中に示す「加速抑制作動条件判断結果取得処理」）を行う。ステップＳ４００
において、加速抑制作動条件判断結果を取得する処理を行うと、加速抑制指令値演算部１
０Ｊが行なう処理は、ステップＳ４０２へ移行する。
【０１０５】
　ステップＳ４０２では、ステップＳ４００において取得した加速抑制作動条件判断結果
に加え、加速抑制指令値を演算するための情報を取得する処理（図中に示す「加速抑制指
令値演算情報取得処理」）を行う。ステップＳ４０２において、加速抑制指令値を演算す
るための情報を取得する処理を行うと、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理は、ス
テップＳ４０４へ移行する。
　なお、加速抑制指令値を演算するための情報とは、例えば、上述した加速抑制制御開始
タイミング信号、加速抑制制御量信号、駆動側踏込み量信号、アクセル操作速度信号が含
む情報である。
【０１０６】
　ステップＳ４０４では、ステップＳ４００で取得した加速抑制作動条件判断結果が、加
速抑制制御作動条件が成立する判断結果か否かを判断する処理（図中に示す「加速抑制制
御作動条件成立？」）を行う。
　ステップＳ４０４において、加速抑制制御作動条件が成立する判断結果である（図中に
示す「Ｙｅｓ」）と判断した場合、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理は、ステッ
プＳ４０６へ移行する。
【０１０７】
　一方、ステップＳ４０４において、加速抑制制御作動条件が成立しない判断結果である
（図中に示す「Ｎｏ」）と判断した場合、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理は、
ステップＳ４０８へ移行する。
　ステップＳ４０６では、ステップＳ４０２で取得した加速抑制指令値を演算するための
情報に基づき、加速抑制制御を行うための加速指令値である加速抑制指令値を演算する処
理（図中に示す「加速抑制制御用指令値演算」）を行う。ステップＳ４０６において、加
速抑制指令値を演算する処理を行うと、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理は、ス
テップＳ４１０に移行する。
【０１０８】
　ここで、加速抑制指令値を演算する処理では、駆動側踏込み量信号が含むアクセルペダ
ル３２の踏込み量と、加速抑制制御量信号が含む加速抑制制御量を参照する。そして、ス
ロットル開度を、実際のアクセルペダル３２の開度に対して加速抑制制御量に応じた抑制
度合い（図１７参照）とする加速抑制制御量指令値を演算する。
　さらに、加速抑制指令値を演算する処理では、駆動側踏込み量信号が含むアクセルペダ
ル３２の踏込み量と、加速抑制制御開始タイミング信号が含む加速抑制制御開始タイミン
グを参照する。そして、加速抑制制御開始タイミングを、実際のアクセルペダル３２の開
度に応じたタイミング（図１７参照）とする加速抑制制御開始タイミング指令値を演算す
る。
【０１０９】
　そして、加速抑制指令値を演算する処理では、上記のように演算した加速抑制制御量指
令値及び加速抑制制御開始タイミング指令値を含む指令値を、加速抑制指令値として演算
する。
　ステップＳ４０８では、加速抑制制御を行なわない駆動力制御、すなわち、通常の加速
制御で用いる加速指令値である通常加速指令値を演算する処理（図中に示す「通常加速制
御用指令値演算」）を行う。ステップＳ４０８において、通常加速指令値を演算する処理
を行うと、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理は、ステップＳ４１２に移行する。
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　ここで、通常加速指令値を演算する処理では、駆動側踏込み量信号が含むアクセルペダ
ル３２の踏込み量に基づいてスロットル開度を演算する指令値を、通常加速指令値として
演算する。
【０１１０】
　ステップＳ４１０では、ステップＳ４０６で演算した加速抑制指令値を含む加速抑制指
令値信号を、目標スロットル開度演算部１０Ｋに出力する処理（図中に示す「加速抑制指
令値出力」）を行う。ステップＳ４１０において、加速抑制指令値信号を出力する処理を
行うと、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理は終了（ＥＮＤ）する。
　ステップＳ４１２では、ステップＳ４０８で演算した通常加速指令値を含む通常加速指
令値信号を、目標スロットル開度演算部１０Ｋに出力する処理（図中に示す「通常加速指
令値出力」）を行う。ステップＳ４１２において、通常加速指令値信号を出力する処理を
行うと、加速抑制指令値演算部１０Ｊが行なう処理は終了（ＥＮＤ）する。
【０１１１】
（目標スロットル開度演算部１０Ｋで行なう処理）
　次に、図１から図１８を参照しつつ、図１９を用いて、目標スロットル開度演算部１０
Ｋで行なう処理について説明する。
　図１９は、目標スロットル開度演算部１０Ｋが行なう処理を示すフローチャートである
。なお、目標スロットル開度演算部１０Ｋは、予め設定したサンプリング時間（例えば、
１０［ｍｓｅｃ］）毎に、以下に説明する処理を行う。
　図１９中に示すように、目標スロットル開度演算部１０Ｋが処理を開始（ＳＴＡＲＴ）
すると、まず、ステップＳ５００において、アクセル操作量演算部１０Ｇから入力を受け
た駆動側踏込み量信号を参照する。そして、駆動側踏込み量信号が含むアクセルペダル３
２の踏込み量（操作量）を取得する処理（図中に示す「アクセル操作量取得処理」）を行
う。ステップＳ５００において、アクセルペダル３２の踏込み量（操作量）を取得する処
理を行うと、目標スロットル開度演算部１０Ｋが行なう処理は、ステップＳ５０２へ移行
する。
【０１１２】
　ステップＳ５０２では、加速抑制指令値演算部１０Ｊから入力を受けた情報信号に基づ
き、加速抑制指令値（ステップＳ４０６参照）または通常加速指令値（ステップＳ４０８
参照）を取得する処理（図中に示す「指令値取得処理」）を行う。ステップＳ５０２にお
いて、加速抑制指令値または通常加速指令値を取得する処理を行うと、目標スロットル開
度演算部１０Ｋが行なう処理は、ステップＳ５０４へ移行する。
　ステップＳ５０４では、ステップＳ５００で取得したアクセルペダル３２の踏込み量と
、ステップＳ５０２で取得した指令値に基づき、目標スロットル開度の演算（図中に示す
「目標スロットル開度演算」）を行う。ステップＳ５０４において、目標スロットル開度
を演算すると、目標スロットル開度演算部１０Ｋが行なう処理は、ステップＳ５０６へ移
行する。
　ここで、ステップＳ５０４では、ステップＳ５０２で取得した指令値が通常加速指令値
である場合（加速抑制作動条件が非成立である場合）は、アクセルペダル３２の踏込み量
に応じたスロットル開度を、目標スロットル開度として演算する。
【０１１３】
　一方、ステップＳ５０２で取得した指令値が加速抑制指令値である場合（加速抑制作動
条件が成立している場合）は、加速抑制制御量指令値に応じたスロットル開度を、目標ス
ロットル開度として演算する。
　目標スロットル開度は、例えば、以下の式（１）を用いて演算する。
　　　θ*＝θ１－Δθ　…　（１）
　上式（１）中では、目標スロットル開度を「θ*」で示し、アクセルペダル３２の踏込
み量に応じたスロットル開度を「θ１」で示し、加速抑制制御量を「Δθ」で示す。
【０１１４】
　ステップＳ５０６では、ステップＳ５０４で演算した目標スロットル開度θ*を含む目
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標スロットル開度信号を、エンジンコントローラ１２に出力（図中に示す「目標スロット
ル開度出力」）する。ステップＳ５０６において、目標スロットル開度信号をエンジンコ
ントローラ１２に出力する処理を行うと、目標スロットル開度演算部１０Ｋが行なう処理
は終了（ＥＮＤ）する。
　ここで、ステップＳ５０６では、ステップＳ５０２で取得した指令値が加速抑制指令値
である場合は、アクセルペダル３２の開度（踏み込み量）が加速抑制制御開始タイミング
に応じた開度に達したタイミングで、目標スロットル開度信号を出力する。
【０１１５】
（動作）
　次に、図１から図１９を参照して、本実施形態の車両用加速抑制装置１を用いて行なう
動作の一例を説明する。
　以下に記載する動作の一例では、駐車場内を走行する自車両Ｖが、運転者の選択した駐
車枠Ｌ０に進入する例を説明する。
　駐車場内を走行する自車両Ｖの車速が、閾値車速である１５［ｋｍ／ｈ］以上の状態で
は、加速抑制制御作動条件が成立しないため、自車両Ｖには加速抑制制御が作動すること
なく、運転者の加速意図を反映した通常の加速制御を行なう。
　車速が閾値車速未満となり、駐車枠Ｌ０を検出し、さらに、ブレーキペダル３０が操作
されておらず、アクセルペダル３２の踏込み量が閾値アクセル操作量以上であると、自車
両Ｖが駐車枠Ｌ０へ進入するか否かの判断を行う。
【０１１６】
　また、自車両Ｖの走行中には、駐車枠確信度設定部３６が駐車枠確信度を設定し、駐車
枠進入確信度設定部３８が駐車枠進入確信度を設定する。そして、総合確信度設定部４０
が、駐車枠確信度及び駐車枠進入確信度に基づく総合確信度を設定する。
　さらに、自車両Ｖの走行中には、総合確信度設定部４０が設定した総合確信度に基づき
、加速抑制制御開始タイミング演算部４２が加速抑制制御開始タイミングを演算し、加速
抑制制御量演算部４４が加速抑制制御量を演算する。
　そして、自車両Ｖが駐車枠Ｌ０へ進入すると判断し、加速抑制制御作動条件が成立する
と判断すると、加速抑制指令値演算部１０Ｊが、加速抑制指令値信号を目標スロットル開
度演算部１０Ｋへ出力する。さらに、目標スロットル開度演算部１０Ｋが、目標スロット
ル開度信号をエンジンコントローラ１２へ出力する。
【０１１７】
　このため、加速抑制制御作動条件が成立した状態で、運転者がアクセルペダル３２を操
作すると、アクセルペダル３２の踏み込み量に応じたスロットル開度を、加速抑制制御量
指令値に応じた開度に抑制する。これに加え、アクセルペダル３２の踏み込み量に応じた
スロットル開度を抑制する開始タイミングを、加速抑制制御開始タイミング指令値に応じ
たタイミングとする。
【０１１８】
　したがって、自車両Ｖが駐車枠Ｌ０内で駐車に適した位置に近づいた状態等、制動操作
が適切な運転操作である状況で、誤操作等によりアクセルペダル３２が操作された場合で
あっても、総合確信度に応じてスロットル開度を抑制することが可能となる。すなわち、
総合確信度が低い状態では、加速抑制量（スロットル開度の抑制度合い）が小さいため、
運転性の低下を少なくすることが可能となり、総合確信度が高い状態では、加速抑制量が
大きいため、自車両Ｖの加速抑制効果を高くすることが可能となる。
　以上説明したように、本実施形態では、駐車時において、駐車枠Ｌ０への進入を行なう
前には駐車場内における運転性低下を抑制することが可能であるとともに、アクセルペダ
ル３２の誤操作時における自車両Ｖの加速を抑制することが可能となる。
【０１１９】
　また、本実施形態では、総合確信度が高いほど、加速抑制制御量を大きくすることによ
り、自車両Ｖの加速を抑制して、安全性を向上させる。また、総合確信度が低いほど、加
速抑制制御開始タイミングを遅くして、運転性の低下を抑制する。これにより、以下に示
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す状況下において、安全性の向上と運転性低下の抑制が可能となる。
　例えば、路上において、走行路の脇に縦列駐車用の駐車枠Ｌ０が標示されている付近に
待機している自車両Ｖを発進させる状況では、ある程度の加速を許容する必要がある。
【０１２０】
　また、以下に示す状況下においても、ある程度の加速を許容する必要がある。これは、
自車両Ｖを駐車させる駐車枠Ｌ０の両脇（左右の駐車枠）に他車両が存在し、その向かい
側（各駐車枠から離れた側）に多少のスペースに自車両Ｖを前側から進入させる。その後
、自車両Ｖを駐車させる駐車枠Ｌ０に自車両Ｖを後側から進入させて駐車を行う状況であ
る。
　これらの状況に対し、総合確信度に基づいて加速抑制制御開始タイミングと加速抑制制
御量を制御することにより、自車両Ｖの加速を抑制して、安全性を向上させることが可能
となる。これに加え、自車両Ｖの加速を許容して、運転性低下を抑制することが可能とな
る。
【０１２１】
　さらに、本実施の形態では、駐車枠の候補が複数検出されている状況で、所定の条件を
満たす場合には、駐車枠確信度、駐車枠進入確信度のそれぞれについて、一の確信度に基
づいて他の確信度を高める方向に補正する。このため、各々の駐車枠については、駐車枠
確信度、駐車枠進入確信度が低い状態ものが含まれていたとしても、全体的に見ればそこ
の複数の駐車枠があって且ついずれかの駐車枠に自車両が駐車しようとしている可能性が
高いということが判断できる。よって、総合確信度がより的確な状態に設定される可能性
が高まり、加速抑制制御を開始するという判断をより的確に行えるようになる。
　なお、上述した加速抑制指令値演算部１０Ｊ、目標スロットル開度演算部１０Ｋは、加
速制御部に対応する。
【０１２２】
　また、上述した周囲環境認識情報演算部１０Ａは、周囲環境認識部に対応する。
　また、上述した自車両車速演算部１０Ｂ、操舵角演算部１０Ｃ、操舵角速度演算部１０
Ｄ、ブレーキペダル操作情報演算部１０Ｆ、アクセル操作量演算部１０Ｇ、アクセル操作
速度演算部１０Ｈは、自車両走行状態検出部に対応する。
　また、上述した加速抑制作動条件判断部３４は、駐車枠進入操作検出部に対応する。
　また、上述した加速抑制制御開始タイミング演算部４２、加速抑制制御量演算部４４、
加速抑制指令値演算部１０Ｊ、目標スロットル開度演算部１０Ｋは、加速抑制部に対応す
る。
　また、上述したスロットル開度は、加速指令値に対応する。
【０１２３】
　また、上述したナビゲーション装置２６は、自車両現在位置検出部及び自車両走行路種
別検出部に対応する。
　また、上述したように、本実施形態の車両用加速抑制装置１の動作で実施する車両用加
速抑制方法は、駐車枠確信度が高いほど、アクセルペダル３２の操作量に応じた加速指令
値を高い抑制度合いで抑制する方法である。ここで、駐車枠確信度は、自車両Ｖの進行方
向に駐車枠Ｌ０が存在する確信の度合いを示し、自車両Ｖ周囲の環境に基づいて設定する
。
【０１２４】
　また、上述したように、本実施形態の車両用加速抑制装置１の動作で実施する車両用加
速抑制方法は、総合確信度が高いほど、アクセルペダル３２の操作量に応じた加速指令値
の抑制度合いを高くする方法である。ここで、総合確信度は、駐車枠確信度と駐車枠進入
確信度との総合的な確信の度合いを示す。また、駐車枠進入確信度は、自車両Ｖが駐車枠
Ｌ０へ進入する確信の度合いを示す。
【０１２５】
（第一実施形態の効果）
　本実施形態であれば、以下に記載する効果を奏することが可能となる。
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（１）駐車枠確信度設定部３６が、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像（環境）と自車両Ｖの車速
（走行状態）に基づいて、駐車枠確信度を設定する。これに加え、加速抑制制御開始タイ
ミング演算部４２、加速抑制制御量演算部４４、加速抑制指令値演算部１０Ｊ、目標スロ
ットル開度演算部１０Ｋが、駐車枠確信度設定部３６が設定した駐車枠確信度が高いほど
、加速指令値の抑制度合いを高くする。すなわち、加速抑制制御開始タイミング演算部４
２、加速抑制制御量演算部４４、加速抑制指令値演算部１０Ｊ、目標スロットル開度演算
部１０Ｋは、駐車枠確信度設定部３６が設定した駐車枠確信度が低いほど、加速指令値の
抑制度合いを低くする。
【０１２６】
　このため、駐車枠確信度が低い状態では、加速指令値の抑制度合いを低くして運転性の
低下を少なくすることが可能となり、駐車枠確信度が高い状態では、加速指令値の抑制度
合いを高くして自車両Ｖの加速抑制効果を高くすることが可能となる。
　その結果、駐車時における自車両Ｖの運転性低下を抑制するとともに、アクセルペダル
３２の誤操作時における自車両Ｖの加速を抑制することが可能となる。
【０１２７】
（２）駐車枠進入確信度設定部３８が、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像（環境）と、自車両Ｖ
の車速及びステアリングホイール２８の回転角（走行状態）に基づいて、駐車枠進入確信
度を設定する。これに加え、総合確信度設定部４０が、駐車枠確信度設定部３６が設定し
た駐車枠確信度及び駐車枠進入確信度設定部３８が設定した駐車枠進入確信度に基づいて
、総合確信度を設定する。さらに、加速抑制制御開始タイミング演算部４２、加速抑制制
御量演算部４４、加速抑制指令値演算部１０Ｊ、目標スロットル開度演算部１０Ｋが、総
合確信度設定部４０が設定した総合確信度が高いほど、加速指令値の抑制度合いを高くす
る。
【０１２８】
　このため、自車両Ｖの進行方向に駐車枠Ｌ０が存在する確信の度合いに加え、自車両Ｖ
が駐車枠Ｌ０へ進入する確信の度合いに応じて、加速指令値の抑制度合いを制御すること
が可能となる。
　その結果、上述した効果（１）に加え、さらに、駐車時における自車両Ｖの運転性低下
を抑制するとともに、アクセルペダル３２の誤操作時における自車両Ｖの加速を抑制する
ことが可能となる。
【０１２９】
（３）加速抑制制御開始タイミング演算部４２と、加速抑制指令値演算部１０Ｊと、目標
スロットル開度演算部１０Ｋが、加速抑制制御開始タイミングを早めて、加速指令値の抑
制度合いを高くする。
　その結果、アクセルペダル３２の踏み込み量に応じたスロットル開度を抑制する開始タ
イミングを制御して、加速指令値の抑制度合いを制御することが可能となる。
（４）加速抑制制御量演算部４４と、加速抑制指令値演算部１０Ｊと、目標スロットル開
度演算部１０Ｋが、加速抑制制御量を増加させて、加速指令値の抑制度合いを高くする。
　その結果、アクセルペダル３２の踏み込み量に応じたスロットル開度の抑制量を制御し
て、加速指令値の抑制度合いを制御することが可能となる。
【０１３０】
（５）本実施形態の車両用加速抑制方法では、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像（環境）と自車
両Ｖの車速（走行状態）に基づいて、駐車枠確信度を設定する。これに加え、自車両Ｖの
駐車枠Ｌ０への進入を検出すると、駐車枠確信度が高いほど、加速指令値の抑制度合いを
高くする。
　このため、駐車枠確信度が低い状態では、加速指令値の抑制度合いを低くして運転性の
低下を少なくすることが可能となり、駐車枠確信度が高い状態では、加速指令値の抑制度
合いを高くして自車両Ｖの加速抑制効果を高くすることが可能となる。
　その結果、駐車時における自車両Ｖの運転性低下を抑制するとともに、アクセルペダル
３２の誤操作時における自車両Ｖの加速を抑制することが可能となる。
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【０１３１】
（６）本実施形態の車両用加速抑制方法では、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像（環境）と自車
両Ｖの車速（走行状態）に基づいて、駐車枠進入確信度を設定する。これに加え、設定し
た駐車枠確信度及び駐車枠進入確信度に基づいて、総合確信度を設定し、総合確信度が高
いほど、加速指令値の抑制度合いを高くする。
　このため、自車両Ｖの進行方向に駐車枠Ｌ０が存在する確信の度合いに加え、自車両Ｖ
が駐車枠Ｌ０へ進入する確信の度合いに応じて、加速指令値の抑制度合いを制御すること
が可能となる。
　その結果、上述した効果（５）に加え、さらに、駐車時における自車両Ｖの運転性低下
を抑制するとともに、アクセルペダル３２の誤操作時における自車両Ｖの加速を抑制する
ことが可能となる。
【０１３２】
（７）駐車枠確信度設定部３６、駐車枠進入確信度設定部３８は、複数の駐車枠の候補を
検出している状況では、一の駐車枠確信度に基づいて他の駐車枠確信度を補正するように
したため、それら確信度を的確に設定することができる。よって、加速抑制制御の必要性
を判断する上で必要な駐車枠の検出精度を向上することができる。
　つまり、複数の駐車枠の候補を検出している状況では、一の駐車枠確信度に基づいて他
の駐車枠確信度を補正することで、個々の駐車枠確信度が低い状況であっても、相互に補
完することで妥当な範囲で駐車枠確信度を高めることも可能となり、加速抑制制御が必要
な状況をより高い精度で判断することができるようになる。
【０１３３】
（８）駐車枠確信度設定部３６、駐車枠進入確信度設定部３８は、自車両が旋回走行状態
にあるときにのみ補正を行うようにしたため、駐車枠の補正を必要なときに行うことがで
きる。
（９）駐車枠確信度設定部３６は、確信度が高い方の駐車枠確信度に基づいて確信度が低
い方の駐車枠確信度を高くなる方向に補正するようにしたため、確信度の設定を簡易に且
つより的確に行うことができる。
（１０）駐車枠確信度設定部３６は、検出した前記複数の駐車枠の候補同士が、駐車枠線
を共有していると推定できるときには、一の駐車枠確信度に基づいて他の駐車枠確信度を
補正するようにしたため、駐車枠の補正が必要なときをより的確に見極めてその補正を行
うことができる。
【０１３４】
（１１）駐車枠確信度設定部３６は、一の駐車枠確信度が他の駐車枠確信度よりも高くて
、その一の駐車枠確信度が複数段階のうちの所定段階（レベル１）を越えている場合には
、その一の駐車枠確信度の一部を他の駐車枠確信度に加算することで補正を行うようにし
たため、確信度の設定を簡易に且つより的確に行うことができる。
（１２）駐車枠進入確信度設定部３８は、複数の駐車枠の候補を検出している状況では、
複数の駐車枠進入確信度をそれらのうちで最も確信度の高い値に揃えるようにしたため、
駐車枠進入確信度の設定をより簡易に且つ的確に行うことができる。
【０１３５】
（変形例）
（１）本実施形態では、総合確信度設定部４０が設定した総合確信度に基づいて、加速抑
制制御開始タイミングと加速抑制制御量を演算したが、これに限定するものではない。す
なわち、駐車枠確信度設定部３６が設定した駐車枠確信度のみに基づいて、加速抑制制御
開始タイミングと加速抑制制御量を演算してもよい。この場合、加速抑制制御開始タイミ
ングと加速抑制制御量は、駐車枠確信度を、例えば、図２０中に示す加速抑制条件演算マ
ップに適合させて演算する。なお、図２０は、本実施形態の変形例を示す図である。
【０１３６】
（２）本実施形態では、駐車枠確信度設定部３６の構成を、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像（
環境）と自車両Ｖの車速（走行状態）に基づいて、駐車枠確信度を設定する構成としたが
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、駐車枠確信度設定部３６の構成は、これに限定するものではない。すなわち、駐車枠確
信度設定部３６の構成を、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像と車速に加え、さらに、自車位置信
号が含む自車両Ｖの現在位置と、走行道路情報信号が含む自車両Ｖが走行する道路の種別
（道路種別）を用いて、駐車枠確信度を設定する構成としてもよい。
　この場合、例えば、自車位置信号及び走行道路情報信号が含む情報に基づき、自車両Ｖ
の現在位置が公道上であることを検出すると、自車両Ｖの周囲に駐車枠Ｌ０が存在しない
と判断し、駐車枠確信度を「レベル０」に設定する。
　これにより、例えば、公道上で道路端に配置された駐車枠等、加速抑制制御の作動が好
ましくない駐車枠へ自車両Ｖが進入する際に、自車両Ｖの運転性低下を抑制することが可
能となる。
【０１３７】
（３）本実施形態では、駐車枠確信度設定部３６が、線Ｌａ，Ｌｂに対し、それぞれ、端
点同士が幅ＷＬの方向に沿って対向していると判断すると、駐車枠確信度をレベル３また
はレベル４に設定する処理を行う（ステップＳ２１２参照）。しかしながら、駐車枠確信
度をレベル３またはレベル４に設定する処理は、これに限定するものではない。すなわち
、線Ｌの端点形状が、例えば、Ｕ字状（図４（ｇ）～（ｋ）、（ｍ）、（ｎ）を参照）で
ある場合等、公道上に標示されていない形状であることを認識すると、駐車枠確信度をレ
ベル３またはレベル４に設定してもよい。
【０１３８】
（４）本実施形態では、駐車枠確信度設定部３６の構成を、自車両Ｖの周囲の俯瞰画像（
環境）と自車両Ｖの車速（走行状態）に基づいて、駐車枠確信度を設定する構成としたが
、駐車枠確信度設定部３６の構成は、これに限定するものではない。すなわち、自車両Ｖ
の構成が、例えば、運転者に対して駐車枠Ｌ０への操舵操作を支援する装置（駐車支援装
置）を備える構成である場合、駐車支援装置がＯＮ状態であれば、駐車枠確信度のレベル
が上がりやすくなる構成としてもよい。ここで、駐車枠確信度のレベルが上がりやすくな
る構成とは、例えば、上述した設定移動距離を通常よりも短い距離に設定する等の構成で
ある。
【０１３９】
（５）本実施形態では、総合確信度に基づいて、加速抑制制御量及び加速抑制制御開始タ
イミングを変化させ、加速指令値の抑制度合いを変化させるが、これに限定するものでは
ない。すなわち、総合確信度に応じて、加速抑制制御開始タイミングのみ、または、加速
抑制制御量のみを変化させ、加速指令値の抑制度合いを変化させてもよい。この場合、例
えば、総合確信度が高いほど、加速抑制制御量の大きく設定し、加速抑制制御開始タイミ
ングは変化させずに、加速指令値の抑制度合いを高くしてもよい。
【０１４０】
（６）本実施形態では、駐車枠の候補が複数検出されている場合には、駐車枠確信度と、
駐車枠進入確信度との両方について補正処理をするようにしているが、これに限定するも
のではなく、駐車枠確信度のみについて補正処理を行い、駐車枠進入確信度については最
初に設定された値のままとしてもよい。
（７）本実施形態では、加速指令値を制御して、アクセルペダル３２の踏込み量（駆動力
操作量）に応じた自車両Ｖの加速を抑制したが、これに限定するものではない。すなわち
、例えば、アクセルペダル３２の踏込み量（駆動力操作量）に応じたスロットル開度を目
標スロットル開度とし、さらに、上述した制動装置により制動力を発生させて、駆動力操
作量に応じた自車両Ｖの加速を抑制してもよい。
【０１４１】
（８）本実施形態では、駐車枠確信度を、最低値であるレベル０と、最低値よりも複数段
階上のレベル（レベル１～４）として算出したが、駐車枠確信度の段階は、これに限定す
るものではない。すなわち、駐車枠確信度を、最低値であるレベル（例えば、「レベル０
」）と、最低値よりも上のレベル（例えば、「レベル１００」）との二段階のみとして算
出してもよい。



(31) JP 5991382 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

（９）本実施形態では、駐車枠進入確信度を、最低値の「レベル０」、レベル０よりも高
いレベルの「レベル低」、レベル低よりも高いレベルの「レベル高」として算出したが、
駐車枠進入確信度の段階は、これに限定するものではない。すなわち、駐車枠進入確信度
を、最低値であるレベル（例えば、「レベル０」）と、最低値よりも高いレベル（例えば
、「レベル１００」）との二段階のみとして算出してもよい。
【０１４２】
（１０）本実施形態では、総合確信度を、五段階のレベルのいずれかとして算出した駐車
枠確信度と、三段階のレベルのいずれかとして算出した駐車枠進入確信度に応じて、四段
階のレベル（「極低」、「低」、「高」、「極高」）のいずれかとして算出した。しかし
ながら、総合確信度の段階は、これに限定するものではない。すなわち、総合確信度を、
最低値であるレベル（例えば、「レベル０」）と、最低値よりも高いレベル（例えば、「
レベル１００」）との二段階のみとして算出してもよい。
　この場合、例えば、駐車枠確信度及び駐車枠進入確信度を最低値であるレベルとして算
出すると、総合確信度を、最低値であるレベルとして算出する。また、例えば、駐車枠確
信度及び駐車枠進入確信度を最低値よりも高いレベルとして算出すると、総合確信度を、
最低値よりも高いレベルとして算出する。
【０１４３】
　以上、本願が優先権を主張する日本国特許出願２０１２－２５９２０８（２０１２年１
１月２７日出願）の全内容は、参照により本開示の一部をなす。
　ここでは、限られた数の実施形態を参照しながら説明したが、権利範囲はそれらに限定
されるものではなく、上記の開示に基づく各実施形態の改変は当業者にとって自明なこと
である。
【符号の説明】
【０１４４】
　１　　車両用加速抑制装置
　２　　ブレーキ装置
　４　　流体圧回路
　６　　ブレーキコントローラ
　８　　エンジン
　１０　走行制御コントローラ
　１０Ａ　周囲環境認識情報演算部
　１０Ｂ　自車両車速演算部
　１０Ｃ　操舵角演算部
　１０Ｄ　操舵角速度演算部
　１０Ｅ　シフトポジション演算部
　１０Ｆ　ブレーキペダル操作情報演算部
　１０Ｇ　アクセル操作量演算部
　１０Ｈ　アクセル操作速度演算部
　１０Ｉ　加速抑制制御内容演算部
　１０Ｊ　加速抑制指令値演算部
　１０Ｋ　目標スロットル開度演算部
　１２　エンジンコントローラ
　１４　周囲環境認識センサ（前方カメラ１４Ｆ、右側方カメラ１４ＳＲ、左側方カメラ
１４ＳＬ、後方カメラ１４Ｒ）
　１６　車輪速センサ
　１８　操舵角センサ
　２０　シフトポジションセンサ
　２２　ブレーキ操作検出センサ
　２４　アクセル操作検出センサ
　２６　ナビゲーション装置
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　２８　ステアリングホイール
　３０　ブレーキペダル
　３２　アクセルペダル
　３４　加速抑制作動条件判断部
　３６　駐車枠確信度設定部
　３８　駐車枠進入確信度設定部
　４０　総合確信度設定部
　４２　加速抑制制御開始タイミング演算部
　４４　加速抑制制御量演算部
　Ｖ　　自車両
　Ｗ　　車輪（右前輪ＷＦＲ、左前輪ＷＦＬ、右後輪ＷＲＲ、左後輪ＷＲＬ）

【図１】 【図２】
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